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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和３年３月１１日（木） 午前１０時    開会 

               午後 ４時３０分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 渡 辺 慎 吾  副委員長 福 住 礼 子   委  員 水 谷  毅  

  委  員 増 永 和 起 委  員 香 川 良 平   委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

市 長 森山一正  副市長 奥村良夫   

生活環境部長 松方和彦  同部参事兼自治振興課長 丹羽和人 

同部参事兼産業振興課長 吉田量治  同部参事兼環境業務課長 安田信吾 

市民課長 千葉郁子  文化スポーツ課長 松本泰洋 

農業委員会事務局長 辻 稔秀  環境政策課長 山本和憲 

環境センター長 三浦佳明 

保健福祉部長 野村眞二  同部理事 平井貴志 

 

１．出席した議会事務局職員 

事務局長 牛渡長子  同局書記 織田裕太 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第 １号 令和３年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第 ９号 令和２年度摂津市一般会計補正予算（第１１号）所管分 

  議案第 ６号 令和３年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算 

議案第 ４号 令和３年度摂津市国民健康保険特別会計予算 

議案第１２号 令和２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第２６号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第 ８号 令和３年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算 
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  議案第１８号 摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第 ７号 令和３年度摂津市介護保険特別会計予算 

議案第１３号 令和２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

議案第２７号 摂津市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第２８号 摂津市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の 

         事業の人員及び運営に関する基準を定める条例及び摂津市指定介護 

         予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る 

         介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の 

         一部を改正する条例制定の件 
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（午前１０時 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから、民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。代表質

問に引き続きまして常任委員会をお持ち

いただき、大変ありがとうございます。本

日は、過日の本会議で当委員会に付託され

ました案件について、ご審査をいただきま

すが、どうぞ慎重審査の上、ご可決いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。

一旦退席させていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わりました。

本日の委員会記録署名委員は、光好委員を

指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元の配

付しております案のとおり行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時４分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 審査に入る前に、所管の変更について理

事者から説明を受けることにします。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 改めておはようございま

す。 

 委員会審査に入る前に、一言ご報告申し

上げたいと思います。今まで、市長公室政

策推進課で所管しておりました、健都イノ

ベーション企業立地関係業務につきまし

ては、令和３年４月から保健福祉部保健福

祉課に所管替えをいたします。つきまして

は、今まで駅前等再開発特別委員会でご審

査していただいておりましたが、これから

は当常任委員会でご審査をお願いするこ

ととなります。お手数をおかけいたします

が、どうかよろしくお願い申し上げ、ご報

告とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 それでは、議案第１号

所管分及び第９号所管分の審査を行いま

す。 

 本２件のうち、議案第９号所管分につい

ては補足説明を省略し、議案第１号所管分

については補足説明を求めます。 

 松方生活環境部長。 

○松方生活環境部長 それでは、議案第１

号、令和３年度摂津市一般会計予算のうち

生活環境部に関わります主な事項につき

まして、目を追って補足説明をさせていた

だきます。 

 まず、歳入でございます。３０ページ、

款１４使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料は、コミュニティプラザや別

府コミュニティセンター、文化ホール、体

育施設の使用料などでございます。 

 ３２ページ、目３衛生使用料のうち生活

環境部に係るものは、斎場使用料及び葬儀

会館使用料、環境センター施設等の使用料、

リサイクルプラザやごみ置場の用地使用

料などでございます。項２手数料、目１総

務手数料のうち生活環境部に係るものは

戸籍手数料、住民票手数料及び印鑑証明手

数料などでございます。 

 ３４ページ、目２衛生手数料のうち生活

環境部に係るものは、狂犬病予防法に定め

る飼犬の登録、狂犬病予防接種の注射済票

交付に係る飼犬登録手数料、動物の死体処

理に係る汚物処理手数料、墓地に係る手数

料、一般廃棄物の焼却及び臨時ごみ等の収

集運搬処分等に係る塵芥処理手数料、し尿

処理及び浄化槽汚泥の処分に係るし尿処
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理手数料、し尿処理関係許可申請手数料、

鳥獣の使用登録の事務に係る鳥獣登録手

数料でございます。目３農林水産業手数料

のうち農業委員会手数料は、土地現況証明

手数料でございます。 

 ３８ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち戸

籍住民基本台帳費補助金は、個人番号カー

ド交付関連事務などに係る補助金でござ

います。 

 ４０ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち、戸籍住民基本台帳費委託金は、

中長期在留者及び特別永住者に係る住居

地届出等事務に係る委託金でございます。 

 ４４ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち権限移譲

交付金は、ＮＰＯ法人の設立認証等及び旅

券発給事務の権限移譲に係る交付金でご

ざいます。 

 ４６ページ、目３衛生費府補助金は、所

有者不明動物死体処理交付金、公害対策及

び浄化槽の設置等に関する事務に対する

権限移譲交付金でございます。目４農林水

産業費府補助金のうち農業委員会費補助

金は、農業委員会に係る農業委員会交付金

でございます。また、農業振興費補助金は、

農業地域力創造推進事業費補助金及び多

面的機能支払交付金でございます。目５商

工費府補助金は、消費生活相談に係る地方

消費者行政活性化交付金などでございま

す。 

 ４８ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち、戸籍住民基本台帳費委託金は、

人口動態調査に係る事務委託金でござい

ます。 

 ５０ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち生活環

境部に係るものは、摂津市商工会への建物

貸付収入でございます。 

 ５２ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、環境関連事

業に対する環境基金からの繰入金でござ

います。目４墓地管理基金繰入金は、市営

墓地の管理経費に充当するため繰り入れ

るものでございます。 

 ５４ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は、市内の金融機関に預託しており

ます元金収入でございます。 

 ５６ページ、項４雑入、目２雑入のうち

生活環境部に係ります主なものは、５７ペ

ージ、文化ホール入場料、摂津音楽祭審査

料等、市民農園利用料、５９ページ、南千

里丘分室入居者負担金、資源ごみ売却収入、

廃油売却収入などでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ７８ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目６都市交流費は、都市及び国際交流

に係る経費などでございます。 

 ８２ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１３自治振興費は、地区振興委員報

奨金、摂津まつり振興会補助金、地域活性

化事業補助金などでございます。目１４文

化振興費は、文化ホールや市民ルームの管

理運営に係る指定管理料及び音楽祭運営

委託料などでございます。 

 ８４ページ、目１５コミュニティプラザ

費は、コミュニティプラザの管理運営に係

る指定管理料や市民活動支援センター用

地境界確定測量やＰＣＢ調査等の委託料、

市民公益活動補助金などでございます。 

 ８６ページ、目１６コミュニティセンタ

ー費は、別府コミュニティセンターの管理

運営に係る指定管理料やコミュニティセ

ンター基本構想策定に係る委託料などで

ございます。 
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 ９２ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、戸籍住民基本

台帳事務に係る経費のほか、窓口業務委託、

個人番号カード交付事務などに係る経費

でございます。 

 １０２ページ、項７保健体育費、目１保

健体育総務費は、スポーツ推進委員活動事

業に係る委員報酬などでございます。 

 １０４ページ、目２体育振興費は、摂津

ふれあいマラソン大会やオリンピック・パ

ラリンピック種目についてトップアスリ

ートを奨励するアスリートスポーツ教室

開催等に係る委託料、地区市民体育祭実施

に係る補助金などでございます。目３体育

施設費は、市内体育施設維持管理運営に係

る指定管理料、修繕料、新味舌体育館（仮

称）建設工事費などでございます。 

 １２６ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費は、環境政策課

に係る普通旅費及び消耗品でございます。 

 １３０ページ、目４環境衛生費は、動物

死体処理及び衛生害虫等の駆除に係る委

託料及び車両購入に係る経費などでござ

います。目５公害対策費は、地盤沈下一級

水準測量及び水質及び大気の測定・分析、

自動車騒音の分析・評価等の委託料などで

ございます。 

 １３２ページ、目６環境政策費は、地球

温暖化対策地域計画策定業務委託料のほ

か、環境美化ボランティア登録者への配布

するジャンパーの製作費用、ごみ減量化環

境絵画展の入賞作品をパッカー車に掲示

するための印刷製本費などでございます。

目７斎場費は、斎場及び葬儀会館の指定管

理料などでございます。目８墓地管理費は、

市営墓地３か所の管理に係る経費でござ

います。 

 １３４ページ、項２清掃費、目１清掃総

務費は、一般廃棄物の収集運搬、焼却に係

る人件費などでございます。目２塵芥処理

費は、ごみ及び再生資源の収集運搬等に係

る委託料のほか、一般廃棄物の広域処理に

伴う工事請負費や施設整備費負担金など

を計上しております。 

 １３６ページ、目３し尿処理費は、し尿

及び浄化槽汚泥の収集運搬及び処理に係

る経費などでございます。目４環境センタ

ー費は、修繕料や環境センター運転管理業

務委託料と焼却施設の運転維持管理に係

る経費でございます。 

 １３８ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会

運営に係る経費で、農業委員会委員報酬な

どでございます。 

 １４０ページ、目３農業振興費は、農園

管理指導委託料、農業振興会補助金、花と

みどりの補助金及び農業祭実行委員会補

助金などでございます。 

 １４２ページ、款６商工費、項１商工費、

目２商工振興費は、ビジネスサポートセン

ター業務委託料、企業立地奨励金及びスク

ラッチカード交付金などでございます。目

３消費対策費は、消費生活相談ルームにお

ける相談業務及び消費者啓発に係る経費

などでございます。 

 以上、令和３年度摂津市一般会計予算の

うち生活環境部に係ります歳入歳出予算

の補足説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 香川委員。 

○香川良平委員 それでは、質問をさせて

いただきます。 

 まず、自治振興課、３点ございます。 

 質問番号１番、予算概要２０ページ、国

際交流事業についてお聞きをいたします。
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摂津市国際交流協会補助金が前年度と比

較して大幅に増額しております。その理由

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、質問番号２番、令和２年度一般会

計補正予算書の１６ページ、総務使用料に

ついてお聞きいたします。コミュニティプ

ラザ使用料４５４万５，０００円と、コミ

ュニティセンター使用料３１万８，０００

円がそれぞれ減額補正となっております。

新型コロナウイルス感染症の影響により

休館されていたことが原因だと思うので

すが、改めてその内容をお聞かせください。 

 次に、質問番号３番、令和２年度一般会

計補正予算書の３１ページ、摂津まつり振

興会補助金についてお伺いいたします。７

００万円が減額となっておりますが、その

理由についてお聞かせください。 

 次に、市民課、１点でございます。 

 質問番号４番、予算概要３４ページ、個

人番号カード交付事業についてお伺いい

たします。令和３年度個人番号カード交付

事業をどのように展開していくのかをお

聞かせください。 

 次に、文化スポーツ課、２点でございま

す。 

 質問番号５番、予算概要４０ページ、ス

ポーツ推進委員活動事業のスポーツ推進

委員報酬についてお伺いいたします。前年

度と比較して２５１万６，０００円増加し

ております。その内容についてお聞かせい

ただければと思います。 

 次に、質問番号６番、予算概要４２ペー

ジ、体育施設維持管理事業についてお聞き

いたします。現在、味舌地域におきまして

建設工事中の体育館についてであります

が、令和３年度のスケジュールに関してお

伺いいたします。 

 次に、産業振興課、５点でございます。 

 質問番号７番、令和２年度一般会計補正

予算書の５３ページ、新型コロナウイルス

感染症対策中小企業者雇用継続支援金に

ついてお伺いいたします。改めて、この制

度の内容をお聞かせください。 

 次に、質問番号８番、予算概要８０ペー

ジ、中小企業育成事業のビジネスサポート

センター業務委託料についてお聞きいた

します。令和３年度ビジネスサポートセン

ターを南千里丘別館に移設して、経営コン

サルタントによる経営相談を行うとのこ

とですが、既存事業であります経営コンサ

ルタントの派遣事業も継続していくとい

うことですが、どういったすみ分けをする

のかというのをお聞かせください。 

 次に、質問番号９番、予算概要８０ペー

ジ、中小企業育成事業の企画展示ブース借

上料についてお聞きします。今年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により、ＭＯ

ＢＩＯでの企画展示が中止となりました。

令和３年度も１１万円の予算計上をされ

ておりますが、改めてその内容についてお

聞かせください。 

 次に、質問番号１０番、予算概要８０ペ

ージ、創業支援事業の創業促進補助金につ

いてお聞きいたします。今年度の実績を踏

まえて、令和３年度はどのように取り組ん

でいくのか、お考えをお聞かせください。 

 次に、質問番号１１番、予算概要８２ペ

ージ、消費生活相談ルーム事業の機械器具

費についてお聞きいたします。今年度の実

績を踏まえて、令和３年度はどう展開して

いくのかお聞きいたします。 

 次に、質問番号１２番でございます。予

算概要７０ページ、環境美化事業について

お伺いいたします。毎月第４火曜日のごみ

拾い、いわゆるびかぼチューズデー、略し
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てびかチューですね。これについてお伺い

いたしたいと思います。令和２年度は新型

コロナウイルス感染症の影響で３月、４月、

５月が中止となりました。今年度の、令和

２年度の実績を踏まえて、令和３年度、ど

のように展開していくのかというのをお

聞きしたいと思います。 

 続きまして、質問番号１３番、予算概要

７４ページ、廃棄物広域処理推進事業のリ

サイクルプラザ連絡橋等整備工事につい

てお伺いいたします。令和３年度１億６，

６１０万円、予算計上がされております。

リサイクルプラザから茨木市環境衛生セ

ンターに通じる橋梁の設置工事、令和３年

度から工事着手するということでござい

ますが、改めて令和３年度の取り組み内容

と橋梁工事のスケジュールについてお伺

いしたいと思います。 

 以上、１３点です。 

○渡辺慎吾委員長 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 質問番号１番、予

算概要２０ページ、国際交流事業の摂津市

交流協会補助金の増額の理由についてご

説明させていただきます。 

 摂津市国際交流協会補助金につきまし

ては、令和２年度２８０万円から令和３年

度６８０万円と４００万円増額しており

ます。その主な理由といたしましては、平

成３１年４月施行の改正入国管理法によ

る外国人材の受け入れ拡大等により、今後

外国市民が増加していくことが想定され

ることから、国際交流協会にこれまで推進

していただいた国際交流事業に加え、多文

化共生事業を市と連携して推進していた

だくため、国際交流協会の職員体制の充実

を図るため、増額させていただきました。 

 続きまして、質問番号２番でございます。

補正予算書１６ページ、コミュニティプラ

ザ使用料及びコミュニティセンター使用

料についてのご質問にお答えいたします。 

 減額の理由につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による施設使用の

減少によるものでございます。新型コロナ

ウイルス感染症の影響によるコミュニテ

ィ施設の対応といたしましては、令和２年

４月７日には、国の緊急事態宣言が発出さ

れたことに伴い、大阪府で緊急事態措置に

よる外出自粛の方針が示されたことを受

け、大阪府の緊急事態措置の期間、５月ま

で貸館の停止をいたしました。その後、６

月１日にコミュニティ施設の貸館を再開

いたしましたが、大阪府の対策方針や各団

体の感染予防ガイドライン等を参考に関

係課で協議し、発声や呼気が激しくなる運

動を伴う種目として、カラオケやダンスな

どには使用制限を設けさせていただきま

した。 

 なお、使用制限に対応し、通常、コミュ

ニティ施設においては、３日前までに使用

をキャンセルされた場合は、使用料の５割

を還付しておりますが、５月３１日までに

使用の申し込みを行い、新型コロナウイル

スの感染拡大防止を理由に使用をキャン

セルされた方には、使用料の全額の還付を

行いました。また、令和２年１２月４日か

ら１月１３日までも、大阪府のレッドステ

ージの対応方針に基づき、新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止を理由に使用をキャ

ンセルされた方に対し、使用料を全額還付

しております。 

 さらに、国の大阪府への緊急事態宣言を

受け、開室期間であった令和３年１月１４

日から２月２８日は、コミュニティ施設の

閉館時間をこれまでの２２時から１８時

に変更するなどの対応を行いました。現在

も誓約書の提出や、発声や呼気が激しくな
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る運動を伴う種目は、定員５０％以内とす

るなど、制限を行わせていただいておりま

す。施設を使用される方の安全・安心を最

優先に、できるだけ迷惑がかからないよう

に関係課と連携し対応してまいりました

が、施設の休館や使用料の全額還付の影響

により減額補正とさせていただきました。 

 続きまして、質問番号３番でございます。

補正予算書３１ページ、摂津まつり振興会

補助金の減額理由につきまして、ご説明さ

せていただきます。 

 減額の理由につきましては、こちらも新

型コロナウイルス感染症の影響で、祭りが

中止になったためでございます。令和２年

８月１日、２日に第４５回摂津まつりの開

催を予定しておりましたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響を考慮し、主催団体で

あります摂津まつり振興会の三役による

協議が行われ、４月３０日に開催の中止を

決定されました。中止は、来場者、運営ス

タッフ、市民の皆様の安全・安心の確保が

困難であることと、事業所等への協賛金を

お願いできる状況になかったことが主な

理由となってございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは、市民課に関わ

ります質問番号４番、マイナンバーカード

はこれからどのように展開していくのか

という質問にお答えいたします。 

 令和３年３月より順次、マイナンバーカ

ードが健康保険証として使用可能となる

予定でございます。マイナンバーカードを

健康保険証として使用するためには、スマ

ートフォンなどを使い、政府が運営するオ

ンラインサービスであるマイナポータル

から個人で事前登録が必要です。インター

ネットが利用できない人には、市民課で設

定支援を行っております。登録することに

より、マイナンバーカードと従前の健康保

険証、どちらも同じように併用して使用す

ることができます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります２点のご質問にお

答えいたします。 

 まず、質問番号５番、スポーツ推進委員

報酬についてですけれども、この予算の増

額は、現在総務建設常任委員会に付託され

ています特別職の職員で非常勤の者の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例制定の件に関しての予算の増

額となります。 

 その予算に係る内容といたしましては、

これまで年額３万４，０００円で活動して

いただいておりましたが、年額ですと年１

回の活動であろうが、年１２回の活動であ

ろうが同額となります。これは、職務内容

を踏まえますと、報酬の形態としては年額

が適正とはなかなか言いにくい状況であ

ることからも、来年度は例えばニュースポ

ーツの集い、市民ハイキングなどのスポー

ツ推進委員としてのスポーツの実技の指

導や知識、あと技術の向上のための研修

等々に参加した場合、日額での報酬９，０

００円をお支払いするということで、これ

に伴う予算の増額となってございます。 

 質問番号６番、味舌地区での建設中の体

育館についてですけれども、現在杭打ち工

事まで完了し、今年度は１階部分の基礎工

事まで実施する予定となっております。４

月になりましたら躯体工事、鉄骨工事を開

始しまして、８月頃に上棟の予定となって

ます。その後、外装、内装工事を行って、

令和４年の１月頃から外構工事を開始し
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て、令和４年３月に工事竣工を予定してお

ります。なお、竣工してから備品の搬入や

運営のロールプレイング等に１か月程度

要することから、令和４年のゴールデンウ

ィーク辺りからの運用開始となる想定を

しております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係ります５点のご質問についてお

答えさせていただきます。 

 質問番号７番、補正予算書の５３ページ

の新型コロナウイルス感染症対策中小企

業者雇用継続支援金に関しての制度とそ

の目的についてでございますが、この雇用

継続支援金は新型コロナウイルス感染症

の影響に伴いまして、事業活動の縮小を余

儀なくされた国の雇用調整助成金の支給

決定を受けた市内の中小企業の方に対し

て、雇用の確保と事業継続を支援するため

に、１事業者当たり１０万円を支給してお

ります。また、その手続に社会保険労務士

の方を活用される事業者もおられますの

で、プラス５万円を支給する制度となって

います。 

 国の雇用調整助成金でございますが、令

和２年４月１日から令和３年の２月末ま

での休業に係る国の雇用調整助成金や緊

急雇用安定助成金を対象としておりまし

て、今年度末までという申請でございまし

たが、申請期間、国の対象等がこの緊急事

態宣言等で延びている経過もございまし

て、繰り越しさせていただいて、来年度に

関しても適用していくと考えております

ので、補正の予算の増額と繰り越しのお願

いをさせていただいておる状況でござい

ます。 

 この制度は、従業員の方がお休みされた

ときに、そのお休みの間にお給料を手当と

してお支払いした場合、国は１日当たりの

金額、途中で制度は変わってるんですけれ

ども、１万５，０００円を支給するという

制度で、雇用の従業員の方の確保のため活

用をしていただくということができると

いうことで、なかなか経営が厳しい中で従

業員の方そういうふうな手続を取りなが

らしていただくというのは、なかなか大変

なこともあるんですけど、資金繰り等も大

変なこともあるんですけど、事業所を応援

することで、結果お仕事されてる従業員の

方を守っていただく。雇用を確保をしてい

ただく。一旦乗り切っていただくと、また

そのままお仕事がふえたりもしますので、

そういう応援する趣旨でさせていただい

ておる制度でございます。 

 次に、質問番号８番でございますが、現

在の経営コンサルタント派遣事業の派遣

型の事業は、３回という派遣のめどがござ

います。それが中長期的な支援には向いて

ないという面もございますので、例えば補

助金申請とか、目的を明確にしてすみ分け

ることで、相談の継続性を、はっきりして

いけるんではないかなと思っております。 

 また、創業関係の補助金申請の活用は、

この派遣型を継続して使わせていただき

ますので、実際現状を見たりとか、そうい

うのと分けて、中長期の部分の支援という

ことはビジネスサポートセンターでして

いただくと考えております。 

 ビジネスサポートセンターの経営相談

ですけれども、相談者の方の強みを知って

いただく。中長期の支援の基本はその事業

者の強みをどれだけ発信していくかとか、

知っていただくかということでございま

すので、その方の発信するためのホームペ

ージの作成の支援とか、既存のＰＲの見直
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しなんかをまずはしていく中で、経営相談、

経営支援をしてまいりたいと考えておる

状況でございます。 

 続きまして、質問番号９番、予算概要８

０ページの中小企業育成事業の企画展示

ブースの借り上げの件でございますが、来

年度に向けてどのようなふうにという、改

めて内容も含めてということでございま

す。令和２年度は、東大阪のものづくりの

拠点、大阪府の拠点であるＭＯＢＩＯで展

示ブースが２００ブースあるうちの１０

ブースをお借りして、摂津のものづくりを

ＰＲし、交流を図るという企画でございま

す。 

 ただ、この新型コロナウイルス感染症の

拡大等もございまして、実際そういう場所

の貸し出しとか、交流とかいうのが令和２

年度に関しては難しかったということも

ありまして、令和２年度に関しましては中

止ということでさせていただきました。た

だ、オンラインで発信したりとかいう形も

もございますし、令和３年度に関しまして

は、１０月をめどに１か月ぐらいの企画展

示を同様に考えております。ただ、交流会

の仕方とか、そういうのはやはり一定新型

コロナウイルス感染症の状況とかにも考

慮しながら、工夫しながらせざるを得ない

のかな考えております。 

 また、このＭＯＢＩＯの施設等とも日々

連絡とかしながら、どんな借り方でしたら

可能なのかというお話とかもさせていた

だいておりますので、その施設の許される

範囲の中でＰＲする機会を持っていきた

いなと考えておる状況でございます。 

 続きまして、質問番号１０番、予算概要

８０ページ、創業支援事業の創業補助金に

ついてでございますが、令和２年度から実

際させていただいた事業でございまして、

令和３年度についてということでござい

ますが、今のところ創業の補助金の利用の

実績は、想定では４件でございましたが１

件という状況でございます。対象事業を飲

食店の創業に限っておったということで、

なかなかこういう新型コロナウイルス感

染症の拡大の中では、飲食店を新たにとい

うことは難しかったのではないのかなと

いうことで、結果として申請は少なかった、

実績は少なかったのではないかというふ

うには考えておりますが、ただ、新型コロ

ナウイルス感染症の状況も変わってくる

ということもありますので、同様の形でこ

の事業を続けさせていただくと予定をし

ております。 

 この効果に関しまして、実際利用を受け

た方のお話なんですけれども、やはり１回

目、その当初のときと６か月後に経営相談

の派遣のコンサルタントの事業を利用し

ますので、一番最初に受けたときにいろい

ろとコンサルタントにアドバイスしてい

ただいて、特に喫茶店の利用だったんです

けれども、具体的に利用メニューを松竹梅

みたいな形で付けることで、一番高いやつ

頼もかみたいな形を注文されることが多

くなって、結果として客単価が上がったり

とかいう形で、非常に丁寧にその方ができ

る内容をアドバイスいただくことで、経営

のプラスに図られたりということになっ

ておりますので、こういうコンサルタント

の方のアドバイス、なかなか創業されて間

もない方は聞く機会が少ないかと思いま

すので、こういうことで活用が進むことで、

先ほどのサポートセンターの利用にもつ

ながっていくのではないかなというふう

に思っております。 

 来年度に関しましては、こういう形で非

常に評価が高かったという実績もござい
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ますので、ＰＲを関係機関と進めながら周

知して、よりこの利用の、創業を維持して

いく形を取れればなというふうに思って

おります。 

 続きまして、質問番号１１番、予算概要

８２ページの消費生活相談ルーム事業の

機械器具費なんですけれども、今年度に関

しましては、機械器具費というのは特殊詐

欺の防止に有効と考えられます迷惑電話

の防止のための録音装置のことでござい

まして、平成２９年度から実施しておる事

業でございます。昨日までで１９２台の貸

し出しをさせていただいてる現状でござ

います。特殊詐欺の対応としましては、こ

ういう迷惑電話の防止が有効ということ

でさせていただいてる事業でございまし

て、ただ令和２年度に関しましては、予算

も増額させていただいて、利用をより拡大

をと考えておったんですけれども、新型コ

ロナウイルスの感染拡大で啓発する機会、

イベント等が少なかったこともありまし

て、直接高齢者の方や関係機関の方にお話

しできなかったと。高齢者の方々にお話し

すると、利用に至りやすいと考えておりま

すので、来年度に関しましては、関係機関

や所管課でより連携を密にするために、国

も進めてます消費者安全確保、地域協議会

の設置の準備なんかも進めることで、この

特殊詐欺の防止に向けた取り組みを図っ

ていきたいなと考えておる状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 質問番号１２番、予

算概要７０ページ、環境美化に関係いたし

ます、美化ボランティアに関するご質問で

ございます。 

令和２年度はコロナ禍、緊急事態宣言の

関係でございましたり、公共施設の使用制

限がかかった関係で、今年度、令和２年度

におきましては４月、５月、昨年度の３月

から中止ということで、６月から復活をさ

せていただいたということでございます。 

 公共施設の使用制限も緩和されました

ので、それを受けまして復活をさせていた

だいたということで、雨天の場合中止なん

ですけども、幸いなことに今年度お天気に

恵まれまして、２月まで９回、実施をでき

ているという状況でございます。少ないと

きで１６名の方、多いときで４５名の方、

平均しますと約２５名の方、合計２２５名、

延べで参加いただいております。今月、３

月におきましても２３日に予定をいたし

てるというような状況でございます。 

 令和３年度におきましても、現在のコロ

ナ禍の状況でありましたら、新型コロナウ

イルス感染症の対策を取りながら、予定ど

おり実施をしていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、質問番

号１３番、廃棄物広域処理推進事業、リサ

イクルプラザ連絡橋等整備工事の取り組

みスケジュールについてのご質問でござ

います。 

 橋梁等の工事につきましては、令和５年

度からのごみ広域処理開始に向けまして、

令和３年度から令和４年度の２か年で工

事を予定をしております。スケジュールで

ございますが、来年度が始まりましたら入

札の準備をさせていただきまして、令和３

年第３回の定例会に工事請負契約の締結

の議案を提出させていただく予定として

おります。その後、工事を開始させていた

だきまして、令和３年度は橋台の２か所の
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くい打ちなどの基礎工事、これと専用道路

の約半分、ここまでを工事をする予定とし

ております。その後、令和４年度ですが、

橋台の上部工事や橋げたの設置、残りの専

用道路の工事、洗車スペースの整備、こう

いったところを行う予定としております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。それでは、２回目の質問をさせて

いただきます。 

 質問番号１番、国際交流事業についてで

ございます。摂津市国際交流協会補助金の

増額の理由についてご答弁から理解をい

たしました。職員体制や多文化共生事業の

推進について、令和３年度の取り組みで具

体的な内容をお聞かせいただきたいと思

います。 

 次に、質問番号２番、コミュニティプラ

ザ使用料、コミュニティセンター使用料に

ついてでありますが、施設の休館、時短に

よる影響で減額になったと理解をいたし

ました。このような休館や時短をするに当

たり施設を予約されていた方々へどのよ

うに対応したのかをお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に、質問番号３番、摂津まつりについ

てでございます。摂津まつりは、本市の夏

の風物詩として定着しており、市民の方々

が毎年楽しみにしている祭りでございま

す。新型コロナウイルス感染症の収束の見

通しが立っていない状況ではございます

が、令和３年度感染症対策を徹底して、今

年はぜひとも開催していただきますよう

にお願い申し上げ、この質問を終わります。 

 次に、質問番号４番、マイナンバーカー

ドについてであります。令和３年３月から

マイナンバーカードが健康保険証として

利用できるようになるとのことでありま

す。市民の方への周知をどのように行って

いくのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、質問番号５番、スポーツ推進委員

活動事業についてでございます。ご答弁か

ら、スポーツ推進委員報酬の増額の内容に

ついて理解をいたしました。そのスポーツ

推進委員の令和３年度における活動予定

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、質問番号６番、体育施設維持管理

事業についてでございます。体育館の工事

は順調に進んでいるようで、安心をいたし

ました。地元の人の思いが特に強い体育館

であります。令和４年度のゴールデンウィ

ークに開館予定ということでありますの

で、しっかりと進捗管理等行って進めてい

っていただきたいなというふうに思いま

す。それと、備品の搬入についてご答弁が

ありました。体育施設維持管理事業の体育

施設器具費が該当するというふうに思い

ます。約９，７００万円を予算計上されて

おりますが、その内容についてお伺いした

いと思います。 

 次に、質問番号７番、新型コロナウイル

ス感染症対策中小企業者雇用継続支援金

についてでございます。現在の申請状況に

ついてお聞かせいただきたいなと思いま

す。また、周知の方法はどのように行って

いるのか、併せてお答えください。 

 次に、質問番号８番、ビジネスサポート

センター業務委託料についてでございま

す。派遣事業は補助金に関してで、ビジネ

スサポートセンターでは、経営支援という

ふうにすみ分けをするということで理解

をいたしました。どちらの制度も中小企業

育成の観点から大変すばらしい制度だと
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いうふうに感じております。本市には約４，

０００の事業所があります。この制度を多

くの事業所に活用していただけるよう、周

知に関してもしっかりと行っていただく

ようお願いを申し上げ、この質問を終わり

ます。 

 次に、質問番号９番、企画展示ブース借

上料についてでございます。ＭＯＢＩＯで

の企画展示は、市内事業者のＰＲの場であ

り、販路拡大につながる可能性もある大変

いい事業であるというふうに感じており

ます。令和３年度は新型コロナウイルス感

染症の状況次第っていうのはあろうかと

は思いますが、何とか実施に向けて取り組

んでいただきたいなというふうに思いま

す。これも要望として、質問を終わります。 

 次に、質問番号１０番、創業支援事業の

創業促進補助金についてでございます。令

和２年度といいますか、対象業種が新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けやすい

飲食店が対象ということですので、創業件

数が少なかったというのも致し方ないの

かなというふうには思います。今後も継続

してやっていくということですので、創業

セミナー等も併せての継続実施に取り組

んでいただくようお願いを申し上げ、この

質問も終わります。 

 次に、質問番号１１番、消費生活相談ル

ーム事業の機械器具費についてでござい

ます。悪徳商法や還付金詐欺など被害防止

に有効である自動通話録音装置の普及を

引き続きお願いを申し上げ、この質問も終

わります。 

 次に、質問番号１２番でございます。環

境美化事業についてであります。令和２年

度の取り組み内容についてご答弁いただ

きまして、令和３年度も継続して行ってい

くということであります。摂津市の環境美

化推進を今後も継続していただくようお

願いを申し上げ、この質問を終わります。 

 次に、質問番号最後の分であります。廃

棄物広域処理推進事業のリサイクルプラ

ザ連絡橋等整備工事についてであります。

スケジュール、令和３年度の取り組み内容

についてご答弁をいただきました。理解い

たしました。令和５年度から広域処理が始

まります。橋梁の工事、進捗管理等しっか

りと行っていただき、令和５年度からの広

域処理に支障を来すことのないように、し

っかりと取り組みを進めていただきます

ようお願いを申し上げ、この質問も終わり

ます。 

 ２回目は以上です。 

○渡辺慎吾委員長 それでは２回目。丹羽

部参事お願いします。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、質問番

号１番でございます。国際交流協会の補助

金の増額に伴う職員体制や多文化共生事

業の推進について、具体的な内容について

ご説明させていただきます。 

 国際交流協会の職員体制の充実につき

ましては、現在は１名のアルバイトの雇用

体制でございます。令和３年度からは市の

会計年度職員に準ずる職員２名の雇用体

制を構築していく予定でございます。 

 また、多文化共生事業の推進につきまし

ては、国際交流協会と連携し、令和２年度

に作成いたします外国人市民への分かり

やすい情報提供ガイドラインに基づき、外

国人市民の方が行政生活情報を入手し、地

域生活で生ずる様々な問題について相談

できるよう、相談事業の拡充を検討してま

いります。 

 続きまして、質問番号２番でございます。

コミュニティ施設の新型コロナウイルス

感染症対策時の使用者に対する配慮につ
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いてご説明させていただきます。 

 施設を使用される方に速やかに情報提

供ができますように、コミュニティ施設を

所管している関係課と連携し、国・府で新

型コロナウイルス感染症の対策の動きが

あったときは、速やかに対応を検討すると

ともに、市のホームページへの掲載につい

ても、防災危機管理課と随時情報共有を行

い、対応してまいりました。また、制限さ

れます日が近い団体には、個別でご連絡も

取らせていただいております。 

 また、各施設の指定管理者とも混乱が生

じないよう新型コロナウイルス感染症対

策の動きが予測される段階で、市の方向性

をお伝えし、速やかに対応できるよう連携

してまいりました。施設の使用料につきま

しては、制限を設けてる期間につきまして

は、基本的に全額還付を実施させていただ

きました。また、還付につきましては、申

請は３日前までに行うことになっており

ますが、使用日より事前に連絡をいただい

た方は、使用日以降でも手続は行えるよう

対応してまいりました。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは、市民課の質問

番号４番の２回目のご質問、市民の方への

周知をどのように行っているかについて、

お答えさせていただきます。 

 マイナンバーカードが健康保険証とし

て使用できることにつきましては、広報誌

や市民課窓口での案内パンフレット等で

周知しております。ただ、令和３年３月に

はマイナンバーカードの健康保険証とし

ての使用がスタートする予定ではござい

ますが、全ての医療機関で始まるわけでは

ございません。国の方針では、令和５年３

月末までにはおおむね全ての医療機関や

薬局で利用可能となることを目指してお

りますが、ご自身で受診されてる医療機関

等が導入されてるかどうかをご確認いた

だくように促しております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります２点のご質問にお

答えいたします。 

 質問番号５番、来年度におけるスポーツ

推進委員の主な活動予定ですけれども、ニ

ュースポーツの集いにつきましては、これ

までより２回ふやして全７回の実施を想

定しております。これは、子どもから大人、

障害者も含めて、みんなで楽しめるニュー

スポーツを広めていくということで、健康

増進につなげていくことを目的としてお

ります。ほかに市民ハイキングを年２回想

定しておりますが、今年度はなかなか新型

コロナウイルス感染症の影響で活動に制

限があったことからも、来年度は工夫を加

えて実施していきたいと考えております。 

 質問番号６番、味舌地区の体育館におけ

ます備品の購入についてですけれども、委

員がおっしゃいますように、体育施設器具

費が該当いたします。内容といたしまして

は、事務用品、スポーツ用品、トレーニン

グ機器を想定しておりまして、その具体的

な内容といたしましては、事務所やロビー

で使用する机、椅子。体育室で使用する卓

球台、得点板、バスケットボールの表示板

とテニスのネット、あとトレーニング室で

使用するランニングマシン、エアロバイク、

ウエートトレーニングのマシン等々を想

定しております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、産業振
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興課に係ります２回目のご質問について

お答えいたします。 

 質問番号７番、雇用継続支援金について

でございますが、昨日時点でございますが、

申請件数に関しては１２４件の申請が出

ております。そのうち、もう既に１１５件

は処理しておりまして、社会保険労務士の

方の利用ですけども、この１２４件のうち

の２６件が社会保険労務士の方の申請も

出ておるという状況でございます。 

 また、周知の方法でございますが、手続

が茨木ハローワーク等が経由する関係も

ございまして、茨木ハローワークや事業所

の支援してる商工会とか、あとはやはり企

業の方は金融機関との関係が強うござい

ますので、市内の１０支店にこの雇用継続

支援金のチラシを配架していただくのを

お願いしております。金融機関の中には、

独自のＰＲをするために、この制度を載せ

ていただいたりというように、積極的に協

力いただいてる金融機関もございまして、

一定周知が進んでおるのではないかなと

いうふうには考えております。また、市役

所の窓口なども配架させていただいたり、

市のホームページや広報誌にも掲載させ

ていただき、周知を努めておる状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。

それでは、３回目聞かせていただきます。 

 質問番号１番、国際交流事業についてで

ございます。日本の外国人定住者の数は

年々増加しております。同時に日本人の人

口は減少しており、今後の日本の維持向上、

活性化は日本人と外国人が共生しながら

行っていくことが求められます。多分化共

生社会の推進に向けて、摂津市国際交流協

会と連携を密にし、取り組みを進めていた

だきますようお願いを申し上げ、質問を終

わります。 

 次に、コミュニティプラザ使用料、コミ

ュニティセンター使用料についてであり

ますが、施設の休館、時短において、速や

かな情報提供等行っていただき、新型コロ

ナウイルス感染症が理由のキャンセルは

全額還付といった対応を取っていただき

ました。特に混乱が生じたなどのことは聞

いておりませんし、適切な対応を取ってい

ただいたと認識しております。今後におい

ても、新型コロナウイルス感染症の影響が

どうなっていくのか読めない部分があり

ますが、適切な対応を取っていただきます

ようにお願いを申し上げます。以上で質問

を終わります。 

 次に、マイナンバーカードについてでご

ざいます。健康保険証として利用するため

には、マイナポータルで申し込みをしなけ

ればなりません。高齢者の方々にはスマー

トフォンやパソコンの扱いが不慣れな方

もいらっしゃいます。そう言った方々に対

してのフォローに関してもしっかりと行

っていただくように要望いたしまして、こ

の質問を終わります。 

 次に、スポーツ推進委員活動事業につい

てでございます。令和３年度におけるスポ

ーツ推進委員の主な活動について理解を

いたしました。スポーツ推進委員は地域に

おけるスポーツ振興の重要な役割を担っ

ております。市民お一人お一人が個性やラ

イフスタイルに応じて、様々なスポーツを

楽しむことのできるまちづくりのために

活動をされております。しっかりと連携を

取っていただきまして、スポーツ振興して

いくよう要望いたします。以上でこの質問

も終わります。 
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 次に、体育施設維持管理事業についてで

ございます。この体育館は、本市のスポー

ツ振興や健康づくりの大きな拠点になっ

ていくことと思われます。地元の人も期待

の目で工事の進捗を見守っておりますし、

注目をされている事業であります。こうし

た期待にしっかりとこたえることができ

るよう、建設工事、そして開館の準備をし

っかりと進めていただくようにお願いを

申し上げ、この質問も終わります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策中

小企業者雇用継続支援金についてでござ

います。２回目で申請状況と周知方法のご

答弁いただきまして、内容についておおむ

ね理解をいたしました。引き続き、この制

度だけではなく、新型コロナウイルス感染

症により売り上げが下がり、経営状況が大

変厳しい事業所、市内事業者数が多くいら

っしゃいます。様々な支援制度、本当にた

めになるような支援制度を一度また検討

していただきますように、これ以外の部分

でも一度検討していただくようにお願い

申し上げ、この質問も終わります。 

 以上で質問を終わります。ありがとうご

ざいます。 

○渡辺慎吾委員長 次に、光好委員。 

○光好博幸委員 改めましておはようご

ざいます。まず、歳出に関しましては、予

算概要、あと一部補正に関しても質問がご

ざいますので、よろしくお願いいたします。

部署ごとにさせていただきます。 

 まず、自治振興課におきまして３点ござ

います。 

 まず質問番号１、予算概要２４ページ、

摂津まつり振興会補助事業において、先ほ

ど香川委員より質問があったかと思いま

す。令和３年度は、中止になりましたけど、

同額の７００万円が計上されております。

まあ、開催される予定というところのご答

弁もあったかと思いますけれども、特に新

型コロナウイルス感染症の収束というと

ころは、まだ見通しが立っておりませんの

で、新型コロナウイルス感染症の感染予防

対策をどのように検討されているのかと

いうことを、１回目お答えいただきたいと

思います。 

 質問番号２番目です。補正予算の６ペー

ジです。繰越明許費のところで、コミュニ

ティプラザ管理事業の記載がありまして、

２，５００万７，０００円というところで

ございました。この内容と、この繰越明許

費となった理由について、１回目ご答弁を

お願いいたします。 

 質問番号３番目です。補正予算書３０ペ

ージです。自治振興費として、地域活性化

事業補助金が５００万円減額補正されて

おります。コロナ禍におきまして、やはり

その自治活動、停滞していたかというふう

に、私認識しておりますけれども、そうい

ったことも踏まえて、令和２年度の活動実

績も踏まえて、減額されている理由につい

て、１回目ご答弁お願いいたします。 

 質問番号４番目、市民課に移りまして、

３点ございます。１点目、予算概要の３４

ページ、個人番号カードの交付事業という

ところで、これも香川委員から、今後の展

開というところでご質問があったかと思

いますけれども、この予算、交付金の予算

を見てますと３，１２９万７，０００円計

上されておりますけれども、前年度より２，

０００万円程度減額になっておりますの

で、まずはこの減額されている理由につい

て、１回目のご答弁をお願いします。 

 質問番号５番目、予算概要７０ページで

ございます。斎場管理事業です。施設修繕

料に関して、毎回聞かせていただいており
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ますけれども、この令和３年度というとこ

ろでいきますと、１，９００万円予算計上

されております。これは前年度より約３０

０万円増額されておりますけれども、改め

てこの修繕の内容について１回目ご答弁

お願いします。 

 質問番号６番目です。予算概要７０ペー

ジ、これはもう最初から要望とさせていた

だきます。葬儀会館の管理運営事業です。

これも以前より誰にでも利用しやすい葬

儀会館を目指すべくということで、トイレ

とかの洋式化とか、あるいはバリアフリー

化などの早期実現、要望させていただいて

おりましたけれども、この令和３年度の予

算を見ていますと、そういった計上がない

ように私は捉えました。今、駐車場のアス

ファルト化をやられてると思います。また、

小規模葬儀化対応など、利用率も今後どん

どん上がってくることも予想されますし、

高齢化も進んでおります。また、私の知人

にもいますが、足の悪い方もたくさんおら

れますので、ぜひ市民目線に立って、そう

いったニーズをしっかり捉えて、今後しっ

かりとそういったニーズにもこたえると

いうことで、予算化して確実に進めていた

だければなというふうに思いますので、こ

れは要望としておきます。 

 質問番号７番目、文化スポーツ課に移り

まして、２点ございます。予算概要４２ペ

ージです。摂津ふれあいマラソン大会事業

について、これも毎回質問させてもらって

ますけれども、今年度は文化スポーツにか

かわらず様々なイベントが中止となって

まして、残念ながらこの摂津ふれあいマラ

ソン大会も中止となってしまいました。こ

れまでいろいろ仕掛けをされてきたこと

によって、私も毎回参加させてもらってま

すけども、人数もどんどんどんどんふえて

きておりましたし、また４０年の記念大会

は過去最高やったと思います。確か１，１

４９人ぐらい参加されてて、非常に私も盛

り上がってたなというふうに感じており

ます。 

 令和３年度は、前回同様２８０万円とい

うところで計上されておりますけれども、

コロナ禍においての開催ということにな

ろうかと思いますので、そのために対応さ

れる工夫、あるいは過去最高の参加者数を

記録しておりますので、今後の展開等考え

ておられましたら、併せてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 質問番号８番目、予算概要４２ページ、

東京オリンピック・パラリンピック記念事

業というところで、これは代表質問でも触

れさせていただきました。改めまして、ア

スリートスポーツ教室です。具体的な取り

組み内容を改めてお聞かせいただきたい

と思います。 

 質問番号９番目、産業振興課に移りまし

て７点ございます。まず予算概要７６ペー

ジ、鳥飼なすの保存奨励事業というところ

で、１００万１，０００円、予算計上され

ております。令和３年度もこの保存奨励と

いうところを推進していくというところ

で、以前より販路拡大に向けて、例えば中

央卸売場の販路開拓など取り組まれてる

かと思いますけども、令和３年度に取り組

むに当たりまして、今の市内の流通状況が

どのようになっているのかというのをお

聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号１０番、予算概要

７６ページ、市民農園設置事業でございま

す。これもコロナ禍の影響もありまして、

在宅時間がふえたということもあって、ニ

ュース等でもやってますけど、家庭菜園が

ブームになっているのではないかという
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ふうに思います。そういった観点からも、

市民農園のニーズがますますふえるんじ

ゃないかなというふうに捉えております

けれども、令和３年度、この市民農園を整

備していくに当たって、まず本市を取り巻

いてる状況、どういった変化があったのか

というのをまずお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。 

 質問番号１１番、予算概要８０ページ、

中小企業育成事業というところで、これも

香川委員からご質問あったかと思います

けれども、私からもビジネスサポートセン

ターについてお聞かせいただきたいと思

います。これも代表質問で取り上げました

けど、もう少しお聞かせいただきたいんで

すけども、これビジネスサポートセンター

ということで、本市独自のスキームで構築

されているというふうに、捉えております

けれども、まずはどんな思いで設置された

のかということと、改めて本市の特徴とか、

具体的な取り組み内容、重複することもあ

ろうかと思いますけれども、改めてお聞か

せいただきたいと思います。 

 質問番号１２番目、予算概要８０ページ、

産業振興アクションプラン推進事業につ

いてでございます。奨励金として１８万９，

０００円計上されております。取り組みの

実績を踏まえた令和３年度の取り組み内

容について、お答えいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、質問１３番目、予算概要 

８０ページ、スクラッチカード発行事業の

ところで、５２８万２，０００円を予算計

上されておられます。これはもう事業がス

タートして６年目に突入するかというふ

うに捉えておりますけれども、これも今ま

でといいますか、今年度の実績も踏まえて、

令和３年度どのように取り組まれるのか

というところを１回目ご答弁いただきた

いと思います。 

 質問番号１４番目、予算概要８０ページ、

地域就労支援事業というところで１５２

万４，０００円計上されております。これ

も昨年の決算審査に係る委員会の際にい

ろいろとお聞かせいただきましたけれど

も、やはり就労支援というところでいきま

すと、各所管課の所掌の範囲といいますか、

範囲によっておのおの進められてると思

いますけれども、やはり就労という一つの

目的に対しては、連携して取り組んでいか

なければならないんじゃないかなという

ふうに思っています。非常に重要な取り組

みだと思いますけれども、そういったこと

も含めまして、令和３年度の取り組み内容

について、取り組み内容も含めてお考えも

一緒にお聞かせいただければと思います。 

 質問番号１５番目、予算概要８２ページ、

消費生活相談ルーム事業というところで、

機械器具費として１１０万円予算計上さ

れております。これも重複する点あろうか

と思いますけども、この自動録音装置とい

うふうに認識してますけども、昨年と比較

しますと半額程度の予算計上となってお

りますので、改めてその半額になってる理

由と、先ほどもお答えいただいてたと思い

ますけれども、この効果ですね。今までの

実績を踏まえて、どういったふうに捉えら

れてるのかというところ、重複しないよう

にお答えいただければいいと思いますけ

ども、よろしくお願いいたします。 

 質問番号１６番目、環境政策課に移りま

して、２点ございます。１点目は、予算概

要６８ページ、飼犬等保護管理事業です。

これも７１６万３，０００円、予算計上さ

れておりまして、狂犬病の予防注射につい

ては、毎回毎回確認させていただいており
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ますけれども、改めて今年度、コロナ禍と

いうところでの取り組み状況も踏まえた

令和３年度の事業内容の取り組みについ

て、１回目のご答弁をいただきたいと思い

ます。 

 質問番号１７番目、予算概要６８ページ、

防疫車両管理事業です。これも機械器具費

として、１８６万５，０００円、予算計上

されていたかと認識しておりますけれど

も、内容についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 質問番号１８番目、環境業務課で１点お

聞かせいただきます。予算概要７２ページ

のごみ収集処理事業というところでござ

いますけれども、一般廃棄物処理計画とい

うのが今年度に完成していると認識して

おりますけれども、やはり一層ごみの減量

化を進めること、あるいは資源化というこ

との推進、いわゆるリサイクルというとこ

ろの考え方が重要やと思いますけれども、

改めてどのように考えていくのか。また、

令和３年度の取り組みも踏まえて、お聞か

せいただければというふうに思います。よ

ろしくお願いします。 

 質問番号１９番、最後になりますけれど

も、環境センターで１点お聞かせください。

予算概要７４ページ、ごみ処理施設維持管

理事業というところで、これも毎回聞かせ

ていただいておりますけども、修繕料が１

億２，２４３万円ということで予算計上さ

れてます。これは今年度、前年度と比較し

ますと２億円ほど減額されてるんですか

ね。というところで、その令和３年度の内

容についてお聞かせいただきたいのと、ご

み処理の広域化、令和５年度からスタート

すると思いますけども、そういったところ

の段階的にコストダウンにも取り組まれ

てるというふうに思いますので、そういっ

たところもあれば、一緒にお聞かせくださ

い。 

 私から、１回目以上です。 

○渡辺慎吾委員長 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、質問番

号１番、予算概要２４ページ、摂津まつり

補助金に関連しましたご質問にお答えさ

せていただきます。 

 令和３年２月２５日に摂津まつり振興

会による臨時企画部会が開催され、コロナ

禍の開催に向けた協議が行われました。新

型コロナウイルス感染症対策につきまし

ては、来場者の検温、手指消毒に伴う入場

整理、炎天下におけるマスクの着用、会場

内の飲食等様々な視点から検討が行われ

ております。今後、他市の夏祭りの開催状

況等も参考にしながら、協議を重ねてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、質問番号２番でございます。

補正予算書６ページ、コミュニティプラザ

管理事業の繰越明許費についてご説明さ

せていただきます。 

 繰越明許費２，５００万７，０００円の

内容は、コミュニティプラザの漏水修繕に

伴う修繕料２，３５９万９，０００円と、

修繕の管理委託料１４０万８，０００円の

金額でございます。繰越明許とした理由に

つきましては、設計書は完成していました

が、主に資材置場や足場の設置に関して、

刊行物を積算根拠にしてる設計書の単価

と実際の市場価格に乖離が生じているこ

とが分かりました。そのため、完成した設

計書を基に資材置場の動線や、足場の設置

箇所の再検討を行いました。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響

で資材調達や職人の確保にも期間を要す

る状況でもあり、修繕に係る契約事務に期

間を要していました。令和３年度に新たな
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予算措置を行い事業を執行する方法も検

討いたしましたが、今回の修繕は漏水防止

を目的としたパラペット周りの改修修繕

であり、令和３年４月から契約事務を執行

いたしますと、修繕は早くても５月頃から

の実施となり、梅雨時期に修繕が間に合わ

ない可能性が高いことから、令和２年度中

に事業を執行させていただき、梅雨時には

修繕を完了させるため、繰越明許として予

算を計上させていただきました。 

 続きまして、質問番号３番でございます。

補正予算書３０ページ、地域活性化事業補

助金の減額の理由についてお答えいたし

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、令和２年度各校区からの地域活性化事

業補助金の申請件数は１３件で、令和元年

度の３１件から１８件減少しております。

申請件数の減少により、令和３年２月末現

在の予算執行額は、２４０万８，９８０円

で、令和元年度執行額７６８万８，５６７

円に比べ、５２７万９，５８７円減少して

おります。したがいまして、当初予算額で

ある９２４万円から予算執行額２４０万

８，９８０円を差し引いた６８３万１，０

２０円から、令和元年度実績を参考に今後

予測されます新生活を考慮し、５００万円

を減額補正したものでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは、市民課に係り

ます二つのご質問にお答えします。 

 まず、質問番号４番、個人番号カード交

付事業費補助金が昨年より２，０００万円

近く減額されている理由についてお答え

します。 

 事業費の歳出につきましては、地方公共

団体情報システム機構、略称Ｊ－ＬＩＳへ

の事務の委任に係る交付金となり、この金

額につきましては、国の予算の総額を全国

の市町村の人口割合に応じて配分され、国

から提示を受けた額で予算設定をしてお

ります。また、国から提示を受けた額で支

払いをしていますので、この額が補助金と

して歳入されます。予算計上の増減につき

ましては、国の予算によることが大きな理

由でございます。 

 続きまして、質問番号５番、斎場管理事

業の修繕料１，９２０万円計上の内容につ

いてお答えします。 

 摂津市斎場におきましては、平成２３年

度に火葬炉の全面更新を実施いたしまし

た。現行の火葬炉の使用から１０年が経過

し、経年劣化による耐火レンガの崩壊です

とか、燃焼等に不具合がありましたら、火

葬執行に影響することが懸念されます。令

和３年度の火葬炉の修繕につきましては、

今年の夏頃に実施する保守点検の結果等

を火葬炉メーカーと協議しながら、１号炉

の火葬炉の全面積み替えですとか、火葬炉

の運転に欠かすことができない制御盤の

更新工事等を行う予定でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります２点のご質問にお

答えいたします。 

 質問番号７番、摂津ふれあいマラソン大

会におけるコロナ禍においても開催する

ための工夫ですけれども、まず、参加者の

安全・安心の確保が第一だと考えておりま

す。この１年でどういう対策を取れば新型

コロナウイルス感染症のクラスターの発

生を抑制できるかということについて、少

なからず学んできてる中で、マスクの着用、

密の回避、消毒殺菌等、あらゆる対策を講
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じた上で、開催できる方法を模索していき

たいと考えます。 

 今後の展開ですけれども、新型コロナウ

イルス感染症の状況にはよりますけれど

も、地元密着型の市民大会でありますので、

地産地消を意識した企業協賛に向けた営

業活動をさらに推し進めていきたいと考

えております。また、今後参加者をふやす

取り組みとして、協賛企業とコラボレーシ

ョンして、ＳＮＳを用いた宣伝活動なども

研究していきたいと考えております。 

 質問番号８番、アスリートスポーツ教室

ですけれども、オリンピック・パラリンピ

ックの競技種目をグラウンド、体育館、テ

ニスコート、温水プールといったそれぞれ

のスポーツ施設において一流のアスリー

トによる教室を実施してまいります。具体

的に申し上げますと、味生体育館において、

小椋久美子さんによるバドミントン教室、

くすの木公園テニスコートにおいて、浅越

しのぶさんによるテニス教室、温水プール

においては、中村真衣さんによる水泳教室、

さらに、パラスポーツとして鳥飼体育館に

おいて、上級障害者スポーツ指導員により

ます、ボッチャ体験会といったものを想定

しております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、産業

振興課に係ります７点のご質問のうち、私

からは鳥飼なすと市民農園に関わります

２点のご質問にご答弁させていただきま

す。 

 まず、質問番号９番、概要７６ページ、

鳥飼なす保存奨励事業に係ります鳥飼な

すの市内の流通状況ということでござい

ます。農業振興会に栽培を委託しておりま

す鳥飼なすの保存畑につきましては、災害

や悪天候の影響を受けまして、極端に少な

くはないものの、思うように生産量の確保

というのは行えていない状況でございま

す。しかしながら、平成３０年から市内の

農家によります、大阪府中央卸売市場への

出荷が、大阪府のご協力もございまして可

能となっております。そのことによりまし

て、市内の一部小売店舗にて販売されるよ

うな状況になっているとこでございます。 

 平成３０年当初は、市場との協議が整い

ましたのが８月の中旬と遅かったことも

ございまして、その後、台風等の自然災害

の影響にもよりまして、出荷数は４００個

程度にとどまりましたものの、翌年の令和

元年には約１，７００個、そして令和２年

には約２，２００個と順調に出荷量は伸び

てる状況でございます。 

 続きまして、質問番号１０番、同じく概

要７６ページ、市民農園のご質問にお答え

させていただきます。市民農園を取り巻く

状況の変化といいますか、社会情勢につき

ましてでございます。 

 ここ数年ではございますが、農業に関連

する各種の法律につきましては、平成２７

年の都市農業振興基本法の施行を契機に、

制定や改正が数多くなされておるところ

でございます。その中でも、平成３０年に

施行されました、都市農地の貸借の円滑化

に関する法律によりまして、生産緑地の貸

借に関するハードルが一気に下がってお

る状況でございます。 

 具体的に申し上げますと、相続税の納税

猶予の適用を受けたまま、生産緑地を貸し

付けることが可能になったということが

大きかろうと思います。この点は、生産緑

地の所有者が最も懸念していたことの一

つであっただけに、かなり大きな前進であ

りました。この制度の適用を受けまして、
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農地所有者が生産緑地を直接市民農園と

して貸し付けることが可能となったこと

によりまして、摂津市が農地所有者から農

地を借り上げた形で開設しておりました

従来の市民農園に加えまして、農地所有者

が直接開設する形式の市民農園も現れて

きている状況でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、私から

産業振興課に係ります５点のご質問につ

いてお答えさせていただきます。 

 質問番号１１番、予算概要８０ページ、

中小企業育成事業のビジネスサポートセ

ンターに関して、どんな思いで設置をした

のかとか、本市の特徴でございますが、特

に中小企業の方々の状況に関して、社会情

勢等が変わってきたりとかということで、

今まで非常に技術があって事業として安

定してたということがあったとしても、急

にお仕事がなくなったりというような状

況など、人口減少とか、世界的な関係が非

常に強いこともございまして、変化の激し

さということがあるのではないか。特に、

新型コロナウイルス感染症の拡大によっ

て景気の動向が激変したりとか、そういう

ために、中小企業の方々は専門性が高い技

術もお持ちですけれども、お仕事の範囲が

限られておるということもありまして、急

に業態変化したりとか、方向性を変えるの

が難しいという特徴もあるのではないか

なと思ってます。 

 そういう状況を少しでも担保するため、

自分のお持ちの技術を別の一面で生かせ

るのではないかということがサポートで

きる体制っていうのが必要ではないかな

というふうに考えておりまして、専門的な

相談機関の事業者を進める相談手法が全

国でもございまして、府下でも２市なんか

が取り入れて実施しております。 

 ただ、非常に高い専門の経営相談の方が

おられる一面、非常に評価もいい一方で、

今まで事業者支援をしていた商工会との

連携が全くできてなかったりとか、既存の

ネットワークの活用が少なかったり、専門

性の高い方をプレゼンとかで採用するよ

うな仕組みでございますので、事業費が年

間２，０００万円とか３，０００万円とい

うように高額である特徴がありまして、時

代に合わせたビジネス相談ということで

はございますが、実際にリーズしている府

内の事業所を見学とかもさせていただい

て、特徴も確認させていただいたんですけ

ど、その中で本市としての形として、やは

り商工会との連携が取れた中でその専門

相談の必要性、まず週１回から初めさせて

いただいて、事業所の方にこんなふうに相

談に乗れるんだなと、経営を改善していけ

るんじゃないかということを作っていけ

るんじゃないかということで、今回週１回

の専門相談と商工会が今まで既存のネッ

トワークとしてお持ちの方の連携できる

形として委託させていただきました。 

 幸い本市、南千里丘の別館とかもござい

ますので、すぐにでも事業がしやすい体制

も整えておりましたので、運営コスト等も

考えながら、バランスの取れた既存のネッ

トワークも生かせた形での経営相談とい

うのが本市の特徴ではないかと考えてお

る状況でございます。 

 続きまして、質問番号１２番、予算概要

８０ページの産業振興アクションプラン

推進事業の今年度から５年間という形で

産業振興アクションプランの計画が進ん

でおるんですけど、事業研修として、この

アクションプランの活動指標の検証をさ
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せていただいております。前年度の検証と

いう形で令和２年７月２日に、懇話会を開

催させていただきまして、その内容、前年

度の現状と、進捗状況も確認させていただ

いておる状況でございます。 

 また、今年度に関しましては、今月の１

７日に今年度の進捗、活動指標の進捗の確

認と、今年度でしたら新型コロナウイルス

感染症対策を、計画としてはないんですが、

いろいろとさせていただいた状況も報告

させていただいて、その達成状況とか内容

に関して、ご意見を頂いて、どのような形

で進めていくのかとアドバイスをいただ

けたらと思っております。来年度に関しま

しては、年３回という形で実施を考えてお

りまして、一応今の想定でございますが、

５月、９月、２月ぐらいの形で懇話会が開

催できたらと考えておる状況です。その中

で活動指標の検証や新規事業へのご意見

なども頂けたらと考えておる状況でござ

います。 

 引き続きまして、質問番号１３番、予算

概要８０ページ、スクラッチカード発行事

業について、今年度の実績を踏まえてどう

だったのか、来年度に向けてどうなのかと

いうことでございますが、スクラッチカー

ド、令和２年に関しましては、当初予算に

計上させていただいてる分以外に、６月に

補正もさせていただきまして、交付金を倍

額で出させていただいております。 

 実施時期に関しましては、令和２年の１

１月１日から１２月１０日の形で実施さ

せていただいておりまして、この事業の特

徴といたしまして、小規模な事業所を対象

にしておりまして、今年度は１７９店舗に

参加いただいております。当選確率も倍に

させていただいたということで、市民の方

が再度訪れていただくということも多く

あったということもございまして、喜んで

いただいております。 

 実際にそのお声を聞くだけではなくて、

先ほどの創業の補助金を受けてる飲食店

が経営内容の報告と、ちょうどコンサルタ

ントの方がございまして、新型コロナウイ

ルス感染拡大の５月、６月なんかは前年度

と比べたら５分の１ぐらい、売り上げが落

ちて、非常に厳しかったと。少しずつ上が

ってきたんですけど、このスクラッチカー

ドによって、ちょうど１１月ぐらい、前年

度の倍ぐらいになったということで、非常

にいい形でしていただいたということで、

非常に喜んで、例年以上に良かったという

お声は聞いておったんですけど、そういう

数字としていただいてたということで、改

めていい形でさせていただけたんじゃな

いかなと、新型コロナウイルス感染症対策

としても有効やったのではないかという

ふうに考えておる状況でございます。 

 来年度に関しましては、例年と同様、１

１月から１２月の時期で実施できたらな

と考えておる状況でございます。 

 引き続きまして、質問番号１４番、予算

概要８０ページ、地域就労支援事業につい

て、今年度、来年度についての取り組み内

容と考え方についてでございますが、地域

就労支援事業に関しましては、能力開発の

分と就職フェアなどの講座がございます。

例年どおり就職フェアの講座は同じよう

にさせていただくと考えておりますが、特

に就職フェアの分もございますが、能力開

発講座、例えば介護職員の初任者研修や医

療事務などの講座を予定しております。 

 この庁内連携を強化して、今後の取り組

みにも関わってくることではございます

けれども、就労に関しましては、やはり一

元化などのメリットを活かすのは、スケー
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ルメリット、中核市なんかのスケールメリ

ットなんかがないと難しい一面がござい

ました。北摂でもそういうところを見させ

ていただいて、本市としても可能なのかと

いうことも検討させていただいたんです

けど、なかなかスケールメリットが働きに

くいということで、やはり本市としては庁

内連携を主体に考えていくのが最も有効

ではないかというふうに感じております。 

 庁内連携の仕方といたしましては、やは

り一定就労の役割分担や方向性なんかで

はないかということで、産業振興課でござ

いましたら、就職する方々のための能力開

発の講座を例年実施しておるんですけれ

ども、その利用に当たっては、結果アンケ

ートのみの講座検証ぐらいで、どういう形

でその方が受けて、どの部分がまずかった

のかとかいうのが、なかなか詳しくお聞き

できないような状況でございました。そう

いうこともございますので、関係機関、庁

内に連携させていただきまして、積極的に

この受講の促しをさせていただいており

ます。その結果、関係機関から受講してい

ただく方も多うございまして、ある程度、

今年度の受講の結果、どういう点で良かっ

たのか、どれぐらいのタイミングで就職が

実際にできてるのかいうことも検証でき

るのではないかというふうに考えており

ます。 

 そういうことで、講座の方法なり、今後

希望される講座なんかも開催できるので

はないかということで、就職を希望される

方に合った講座や支援方法を、その関係機

関の連携をつなぎながら進めていくこと

で、良くなっていくのではと考えておりま

す。 

 引き続きまして、質問番号１５番、予算

概要８２ページの消費生活相談ルームの

機械器具費についてでございますが、半額

になった理由でございますが、当初令和２

年度より積極的にＰＲすることで貸し出

しが増加するのではないかというふうに

想定しておりました。ただ、残念ながら想

定ほど増加、利用が進みませんでして、今

年度機械器具を１２５台購入しておるん

ですけれども、保証期間が１年とかござい

ますし、利用が大体５年ぐらいが目安とい

うことでございますので、あまり多くの在

庫があると、利用の不備なんか、故障なん

かの基になってきます。そういうこともご

ざいまして、今年度の利用状況や残ってる

台数とかの状況を勘案させていただきま

して、金額を変更させていただいたという

ような状況でございます。 

 効果に関しましては、今年度、令和２年

の１２月に利用されている方に簡単なア

ンケートを取らせていただいております。

大体１３６名の方がアンケートを返して

いただきまして、そのうち半数の方が迷惑

電話の経験がおありやったと回答をいた

だいております。その迷惑電話の防止装置

を設置することで、そういう迷惑電話が９

割以上なくなったともご回答いただいて

おりまして、やはり電話に出ないというこ

とが一番、詐欺に関わらないということで

ございますので、効果があるということが

検証されたのではないかなというふうに

考えておる状況でございます。 

 令和３年度に関しましては、やはりこれ

だけ特殊詐欺に関しての効果があるとい

うことでございますので、高齢者を支援す

る関係機関を中心に、庁内連携を進め、利

用の啓発を実施してまいります。また、そ

のことでこの迷惑防止電話の装置の活用

が進んでいくのではないかというふうに

考えておる状況でございます。 
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 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 環境政策課に関わ

ります２点のご質問にお答えをいたしま

す。 

 質問番号１６番、予算概要６８ページの

飼犬等保護管理事業の中の狂犬病の予防

注射の関係でございます。決算の数字をま

ずご説明申し上げますと、平成２９年の接

種率につきましては、５９．４％。平成３

０年は６３．３％、令和元年度は６５．５％

と年々増加の傾向にございましたが、令和

２年度はコロナ禍の関係上、当初集合注射

を予定いたしておりました、令和２年度か

らこれまでより１日ふやす予定をしてお

りましたが、結果的に緊急事態宣言等々の

関係上、１日しか実施できないという中で、

平成２９年度のように６０％を切る数字

になるということも危惧しておりました

が、２月末現在で担当課として担当者とし

ての頑張りもあり、６１．２％ということ

で、令和元年度よりは少ないですけども、

６０％を超えるような状況になっており

ます。 

 令和３年度におきまして、現在のような

中でも４月に集合注射を実施する予定で

ございます。本来であれば令和２年度から

実施しておりました１日ふやす形で本格

的に令和３年度から集合注射を実施した

いということで、計画をいたしております。

取り組みといたしましては、これまで同様

集合注射のご案内を３月に発送すること、

未接種の犬の飼い主の方に対しましては、

８月に再接種の勧奨もさせていただくこ

と。所有者不明の犬の調査につきましては、

３月と８月に実施をいたします。犬の年齢

が１６歳を超えている犬に対しましての

生存の調査、これまでは平成３０年度は２

０歳を超えている犬を、令和元年度は１８

歳、令和２年度、今年度から１６歳を超え

た犬に対して、そういう生存調査の実施も

いたしております。併せて自治会の案内を

１０月と３月、年２回実施していきたいと

いうことでございます。それと、繰り返し

になりますが集合注射を実施していくと

いうことで、令和３年度は新型コロナウイ

ルス感染症の対応を取りながら、集合注射

も実施できればと考えております。 

 質問番号１７番、同じく予算概要６８ペ

ージ、防疫車両管理事業のうちの機械器具

費でございますが、環境政策課の業務の関

係上、軽トラックによりいろいろ搬送する

業務がございます。現在環境政策課として、

その軽トラック、荷台のある車は特殊車両

のみということでございまして、軽トラッ

クが必要な場合は、ほかの課に依頼をして、

お借りをして何とか今まで対応してたと

いうことがあります。特殊車両の性質上、

少し稼働率というのは逆に悪うございま

すので、いろいろ事業の見直しをして、特

殊車両を軽トラックに買い替えをさせて

いただきたいということで、予算要求をさ

せていただきまして、財政課の審査の下、

予算計上に至ったということでございま

す。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、質問番

号１８番、環境業務課のごみ減量、再資源

化についてのご質問にお答えさせていた

だきます。 

 ごみの減量化、再資源化につきましては、

今年度策定いたします令和３年度からの

一般廃棄物処理基本計画において、積極的

なごみ減量の推進、分別の徹底によるリユ

ース・リサイクルの推進。これを計画の基
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本方針とする中で、一人一日当たりのごみ

排出量、リサイクル率などの目標値を定め、

食品ロスの削減、レジ袋の削減、市民の意

識、事業系ごみ、資源の分別、臨時ごみの

リユース・リサイクル、これを基本にそれ

ぞれ取り組みを進めることといたしてお

ります。また、毎年度取り組みの評価検証

を行いまして、見直しや充実化を図りなが

ら、しっかり結果が出せるように進めてい

きたいと考えております。 

○渡辺慎吾委員長 三浦センター長。 

○三浦環境センター長 環境センターに

係りますご質問にお答えいたします。 

 質問番号１９番、ごみ処理施設維持管理

事業の修繕料でございます。茨木市とのご

み処理の広域化が令和５年度から実施予

定となっていることから、環境センターで

は令和４年度末まで焼却炉を稼働させる

ための修繕計画を立てております。令和３

年度は３号炉、４号炉ともオーバーホール

を行い、炉内耐火物の部分補修と各機器の

消耗部品の取り替えを行うほか、コンベア

やポンプ等の修繕を予定しております。令

和４年度におきましては、焼却停止まで安

定的に焼却することができる必要最低限

度の補修と故障した際の修繕で対応予定

としております。 

 なお、令和２年度に予防保全といたしま

して、コンプレッサーやエアヒーター等の

補修を行うことで、令和３年度以降の補修

内容を精査し、補修項目を削減し、修繕料

の削減を図っております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 ０時４６分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず質問番号１番、予算概要２４ページ

の摂津まつり振興補助事業において、令和

３年度の摂津まつりにおける新型コロナ

ウイルス感染症の感染予防というところ

でお聞かせいただきまして、開催する方向

で検討しているというご答弁だったと思

います。本市のにぎわいづくりのためにも、

ぜひいろんな工夫を加えながら実施して

いただければと思いますけども、２回目、

視点を変えて質問させていただきます。 

 この摂津まつり、いつも青少年運動広場

でやられてるかと思いますけれども、改修

工事が完了しておりまして、例えば管理棟

であったりとか、駐車場が広くなって、き

れいに整備されてるかと思います。来場者

の動線とか、あるいは駐輪場の位置、また

あるいは安全面の対策とか、まあ見てても

遠くに駐輪場を持っていかれてるとか、歩

く距離が長いとかいうのもあって、現時点

で改善されることがあるとか、あるいはそ

の辺あたりの変更点についてあれば教え

ていただきたいのと、補助金、そういった

レイアウトとか、やぐら等々含めて補助金

に影響が出ないのかどうかというところ

も併せて２回目お聞かせください。 

 質問番号２番目、補正予算書の６ページ

の繰越明許費のコミュニティプラザ事業

の内容と、繰越明許費になってる理由をお

聞かせいただきました。漏水の修繕が新型

コロナウイルス感染症の影響もあって工

期の影響が出たというところ、あるいは費

用面での影響をにらんで繰越明許費にさ

れたということだったと思います。確かこ

れＦＭ推進担当と漏水の原因調査とか、施

設の耐用年数等々の中でアドバイスをい

ただきながらやっているとお聞きしてた
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と記憶してるんですけども、ぜひ安全にも

十分留意しながら、先ほど梅雨の話もあり

ましたけども、梅雨までに終わらせていた

だければなというふうに考えております

ので、これは要望としておきます。 

 続きまして、質問番号３番目、補正予算

書３０ページの自治振興費としての地域

活性化事業補助金が減額されてる理由と

令和２年度の実績等々についてお聞かせ

いただきました。私は鳥飼西小校区に住ん

でるんですけど、令和２年度はほとんど活

動されてなかったように思ってますし、そ

の補助金もほとんど活用されてなかった

んじゃないかなというふうに捉えており

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の収束がま

だめどが立ってない中、令和３年度も引き

続き影響が出そうなんですけれども、コロ

ナ禍において、この補助金というのは有効

に活用すべきだと思うんですけども、そう

いった意味で活用できるのかどうか。活用

できるんだとは思うんですけど、例えばど

んな使途で利用できるのかというところ

があれば、ご紹介いただきたいと思います。

ぜひ活用してほしいという方向、活性化し

てほしいという方向のお話で、使途につい

て特に教えていただければと思います。 

 続きまして、質問番号４番目、予算概要

３４ページ、個人番号カード交付事業で、

個人番号カード関連事務、交付金が減って

る理由をお聞かせいただきまして、国の影

響やという、人口割合というお話だったと

思います。昨年の本委員会で、そのマイナ

ンバーカードの交付円滑化計画というお

話があって、計画を立ててるというふうに

お話があったと思います。この計画という

のは、恐らく交付率をどうしていくんだと、

１００％に向けてどうしていくんだとい

う話だったと思いますけども、今そういっ

た状況でいきますと、その交付率が今どれ

ぐらい、計画に対してどれぐらいというの

があれば、それをお答えいただきたいです

し、また令和３年度引き続き交付率向上に

取り組まれると思いますけども、何かそう

いった工夫する点等あれば、２回目お聞か

せください。 

 質問番号５番目、予算概要７０ページ、

斎場管理事業です。修繕費の内容について

お聞かせいただきました。次年度以降に残

りの炉をやっていくというふうに、以前も

お聞かせいただいたかと思います。恐らく

令和３年度含めて５か年というふうに課

長が言ってはったかと思いますけれども、

１，９００万円という、単年度でそれぐら

いのお金も使いますので、これからの具体

的な進め方であったり、あるいは５か年計

画というふうにおっしゃってましたので、

修繕費のトータル金額みたいな、いわゆる

中期計画ですね。そういった観点でもし計

画されておりましたら、お聞かせください。

中期的な視点での令和３年度というふう

に私は捉えてますので、その点お聞かせく

ださい。 

 続きまして、質問番号７番目、予算概要

４２ページの摂津ふれあいマラソン大会

事業というところで、令和３年度開催する

に当たっての今後の展開についてお聞か

せいただきました。このふれあいマラソン

は、本市のスポーツ振興を推し進めるため

には、なくてはならないもんやと考えてお

りますし、いろんな場面で言ってますけど、

コロナ禍だからこそ、健康づくり、あるい

はにぎわいづくり、一層スポーツに励むと

いうところで必要なものだと私は捉えて

おります。令和３年度に開催するに当たっ

ては、新型コロナウイルス感染症というこ



- 28 - 

 

とでいろいろ困難な課題もあろうかと思

いますけども、何とか工夫して開催される

というところと、以前より申し上げてます

けども、安全対策もしっかり取り組んでい

ただいて、しっかりと盛り上げていただき

たいと思います。開催されるんだったら、

私もまた走らせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。これも要望として

おきます。 

 続きまして、質問番号８番、予算概要４

２ページ、東京オリンピック・パラリンピ

ック記念事業というところで、アスリート

スポーツ教育の具体的な内容をお聞かせ

いただきました。現時点で東京オリンピッ

ク・パラリンピックは開催される方向だと

思うんですけど、いまだはっきりしない状

況かと思いますけれども、仮にこの東京オ

リンピック・パラリンピックが中止になっ

た場合、このアスリートスポーツ教育とい

うのはどういう位置づけというか、やられ

るのやられないのかということも含めて、

お聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号９番目、予算概要

７６ページの鳥飼なす保存奨励事業につ

いて、今の市内の流通状況についてお聞か

せいただきました。前年度は日照時間が短

かったというか、天候の影響もあって不作

であったというふうに思いますし、私もい

つもいただいてるんですけど、あまりもら

えなかったというか、非常に身近に不作だ

ったいうのは感じております。ただ、ご答

弁では、出荷する農家もふえてうまく流通

されてるということでしたので、安心した

ところでございます。いい方向に行ってる

んじゃないかなと思います。 

 鳥飼なすはご存じのように、本市で唯一

のなにわの伝統野菜というところに指定

されてますし、またよくいう摂津のブラン

ド化ですね。そういったところで構築する

という観点からも、鳥飼なすっていうのは

注目されるべきやと思いますし、もっとな

じみ深いものにしていってほしいなとい

うふうに思います。コロナ禍でなかなか動

きづらいとこもあろうかと思いますけれ

ども、いろんな工夫を加えながら、さらに

生産量をふやすとか、あるいは流通経路を

ふやすとか、いろいろ展開していただけた

らと思いますので、精力的に取り組んでい

ただければと思います。これも要望として

おきます。 

 続きまして、質問番号１０番目、予算概

要７６ページ、市民農園の設置事業におい

て、令和３年度その市民農園を整備してい

くに当たっての今の社会的な状況とか、変

化についてお聞かせいただきました。情勢

についてお聞かせいただきました。生産緑

地を持ってる農地の所有者が市民農園を

直接開設されてると、個人向けにお貸しし

てるんですかね。ケースがふえてるという

ことで理解しました。状況が変わってきて

るんだなというふうに改めて理解いたし

ました。 

 令和元年度だと思いますけども、決算審

査に係る委員会の際に市民農園の面積に

ついて聞いたと思います。目標が１万３，

０００平米に対して、その時点で１万１７

４７平米、その時点で既に９０．３％にな

っておったのですけども、現在は面積に対

してどのような状況になっているのかと

いうことと、いよいよ９０％に行ってます

ので、もし現時点で目標に対する考え方み

たいなのがもしあれば併せてお聞かせい

ただければと思います。 

 続きまして、質問番号１１番。予算概要

８０ページ、中小企業育成事業においての

ビジネスサポートセンターです。本市独自
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の特徴とか具体的な取り組みについてお

聞かせいただきました。 

 これは以前から問題視、課題視されてい

る南千里丘分室です。稼働率が低いと言わ

れている中で、そこでやられるということ

もいいことですし、やはりご答弁にもあり

ましたけれども、商工会はもとより他の中

小企業とも連携しながら、あるいは支援策

とも連動させて、より効果的に取り組まれ

るということを期待しております。 

 ２回目は少し視点を変えて、同じこの育

成事業の中でもビジネスマッチングとい

うのがあったと思います。このビジネスマ

ッチングフェアは金融機関の方々をうま

く巻き込んでやっておられると以前から

お聞かせいただいてますけれども、先日、

コロナ禍でありましたけど、令和２年度も

開催されたとお聞きしておりますけれど

も、改めてそれらの取り組みを踏まえた令

和３年度はどうやっていくのかという点

についてお聞かせいただければと思いま

す。 

 続きまして、質問番号１２番目。予算概

要８０ページ、産業振興アクションプラン

の推進事業というところで、今年度の実績、

取り組みも踏まえた令和３年度の取り組

み内容をお聞かせいただきました。 

 実際にやってみて、いろいろと手応えを

感じられているように私は受け止めまし

た。 

 それで定期的に進行管理することとい

うのは、非常に重要だと思いますし、今回

のように状況を振り返ることもできます

し、あるいは目標達成に向けてどういった

ことをするんだという軌道修正もできる

かと思いますので、本当にいい取り組みだ

と思います。ぜひこれからも目標管理、あ

るいは進行管理にこだわりながら、工夫を

加えていただきながら実施していただけ

ればと思います。これは要望としておきま

す。 

 続きまして、質問番号１３番目。予算概

要８０ページのスクラッチカード発行事

業というところで、今年度の実績も踏まえ

て令和３年度の取り組みについてお聞か

せいただきました。 

 当選確率も倍にしたということで、好評

だったということで、コロナ禍において救

世主ではないですけど、倍ぐらいの売り上

げがあったということで、中小企業を救っ

たんじゃないかなと、改めて捉えました。 

 それで今年度よりテイクアウト・デリバ

リー導入支援補助事業ですが、創設開始さ

れているということもありますので、一方

そういったところでいくと、テイクアウト、

デリバリーを使って、どんどんまた集客が

ふえるということも考えられますので、う

まくそういった補助制度ともコラボレー

ションしながら、ぜひ効果的に取り組んで

いただければと思いますし、盛り上がって

きていると私は捉えていますので、コロナ

禍に負けずこれも頑張っていただきたい

と思います。要望とします。 

 続きまして、質問番号１４番目。予算概

要の８０ページ。地域就労支援事業という

ところで、令和３年度の取り組み内容も含

めた考え方です。お考えをお聞かせいただ

きました。 

 まず、スケールメリットの話もありまし

たけれども、摂津市の規模であると連携と

いうところがポイントになると思います。

一部でご答弁もあったかと思いますけれ

ども、庁舎内で具体的にどう連携を進めて

いくのかとか、あるいはその一つの就労と

いう目的に対してどう取り組んでいくの

かとかは事前にこれを周知するとか、そう
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いったところが重複するご答弁になるか

もしれませんけど、お考え方とか進め方に

ついて改めてお聞かせいただきたいと思

います。 

 質問番号１５番目です。予算概要の８２

ページ、消費生活相談ルーム事業において

です。機械器具費についての減額されてい

る理由をお聞かせいただきました。理解い

たしました。 

 やはり詐欺に対しては電話に出ないの

がいいと、おっしゃるとおりだと思います。

高齢者の方は出てしまうと、なかなか切り

にくいとか、ついついだまされてしまうと

いうこともあろうかと思いますので、非常

に有効であるかなと思います。 

 ぜひ広げていってほしいんですけども、

そういった高齢者の方の対象者に対して

さらなるその周知とかＰＲをどのように

しているのかということと、コロナ禍で先

ほど直接話す機会という話もあったかと

思いますけど、これからどのように令和３

年度はしていこうとしているのかという

視点で、お答えの２回目をしていただきた

いと思います。 

 質問番号１６番、予算概要の６８ページ。

飼犬等保護事業というところでございま

して、狂犬病の予防接種のところで今年度

の状況と令和３年度の事業内容を詳しく

お答えいただきました。ありがとうござい

ます。 

 年々この接種率は上がってきていまし

て、今年度はコロナ禍の影響もあって、聞

き間違えたかもしれませんけど６１．２％

とお聞きしたかと思います、２月末です。

いずれも６０％を超えているということ

で、いろいろ工夫されて高い数字を維持さ

れていると捉えました。 

 令和３年度も集合注射等々を１回ふや

すというようなこともトライされるとい

うことでございますので、コロナ禍でなか

なか対応が難しいというか追い込まれる

可能性もありますけれども、ご答弁もいた

だきましたようないろんな工夫をされな

がら、ぜひ地道に取り組んでいただければ

なと考えておりますので、これも要望とし

ておきます。 

 質問番号１７番です。予算概要の６８ペ

ージ、防疫車両管理事業というところで、

機械器具費の内容をお聞かせいただきま

した。軽トラックというところだったと思

います。 

 これも一部利用といいますか、用途につ

いてもお答えいただいていたかと思いま

すけれども、改めてその確認の意味で、先

ほど特殊車両の話も出ていたかと思いま

すけれども、主な用途について考えられて

いたらお聞かせいただきたいと思います。 

 質問番号１８番、予算概要の７２ページ、

ごみ収集処理事業において、ごみ減量化と

か再資源化の推進の考え方、あるいは令和

３年度の進め方についてお聞かせいただ

きました。 

 これも昨年の決算審査に係る委員会で

もお聞かせいただきましたけれども、この

一般廃棄物処理計画というのは進んでい

て、一方では災害廃棄物の処理計画も聞か

せていただいてまして、本市でも着手され

る意向はお聞きしまして、たしか初期フロ

ーを完成させたと聞いておったと思いま

す。 

 吹田市とか茨木市とかは既に策定され

ているという状況でございますので、大阪

府全体として摂津市がどういう位置にあ

るのかということも知りたいところでご

ざいまして、現時点でどう捉えられている

かといいますか、お聞かせいただきたいな
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と思います。 

 最後は質問番号１９番目でございます。

予算概要７４ページ、ごみ処理施設維持管

理事業において、修繕費の内容とコストダ

ウンの取り組みというところで、令和５年

度の広域化に向けていろんな視点でコス

トダウンもされていると理解いたしまし

た。 

 引き続き、安定稼働というのが第一だと

思いますけれども、いろんな角度で設備維

持管理の工夫とか検討をいただきまして、

いつも言うことですけどコストミニマム

といいますか、安全・安心・安定の上、コ

ストミニマムを追求していただければと

考えていますので、引き続きよろしくお願

いします。これも要望としておきます。 

 ２回目は以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、１番の

質問にお答えさせていただきます。 

 青少年グラウンド改修により、摂津まつ

りへの影響についてのご説明でございま

す。 

 改修工事に伴い駐車場が拡張され、管理

棟などのグラウンド内の建物の配置が変

わったことにより、従来の摂津まつりの会

場のレイアウトを変更する必要性が生じ

ております。この変更に関連しまして、補

助金には直接的には影響がないと考えて

おります。 

 令和２年２月、３月に摂津まつり振興会

企画部会が開催され、新たなレイアウトに

ついて協議されております。来場者の安全

性を最優先に、ステージを従来の位置から、

現在はグラウンドの西側の中央にあるん

ですけれども、新しくできたバックネット

棟のある前に移動させる計画になってご

ざいました。 

 また駐輪場につきましては、隣接する公

園に停めるような形で従前はやっており

ましたが、グラウンド内の西側に配置し、

１か所で収容する案が示されておりまし

た。また、拡張された駐車場を活用しフリ

ーマーケット等を開催してはどうかと、そ

のような案を検討されております。しかし

ながら、このレイアウト案はコロナ禍以前

に協議されたものでございまして、今後、

新型コロナウイルス感染症対策を検討す

る中で、配置が変更される場合があると考

えているところでございます。 

 続きまして、質問番号３番でございます。

コロナ禍においての地域活性化事業補助

金の活用についてお答えさせていただき

ます。 

 事業参加者の新型コロナウイルス感染

予防対策等として、事業に関連した物品の

購入が可能でございます。地域活性化事業

補助金は、摂津市地域活性化事業補助金交

付要綱により、連合自治会が行う活動に直

接関係しない物品の購入は対象外となっ

ておりますが、事業に関連した物品の購入

は対象となってございます。したがいまし

て、事業に関連し新型コロナウイルス感染

予防に使用するマスクや手指消毒液、検温

器等の購入は可能でございます。 

 令和２年度の地域活性化事業では、防犯

パトロール実施時に使用される従事者用

のマスクの購入や、講演会開催時の来場者

感染予防対策として、手指消毒や検温器の

購入に補助金をご活用いただいていると

ころでございます。 

 今後は自治連合会の総会や役員会等で、

コロナ禍での地域活性化事業補助金での

運用についてＰＲを行うとともに、新型コ

ロナウイルス感染症対策への活用方法を

研究してまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは、市民課に関わ

ります二つの２回目のご質問にお答えし

ます。 

 まず質問番号４番、マイナンバーカード

交付円滑化計画に照らし合わせて、実際の

交付率と計画上の交付率及びこれからの

工夫する点ということについてお答えし

ます。 

 まず交付円滑化計画につきましては、国

民にマイナンバー制度のメリットをより

実感できるデジタル社会を早期に実現す

るため、安全・安心で利便性の高いデジタ

ル社会の基盤としてマイナンバーカード

の普及を行うべく、各自治体に交付計画を

策定するよう令和元年９月に国から通知

されたものでございます。 

 これに基づきまして、令和元年１０月よ

り当初計画におきましては、令和４年度末、

これはイコールですけども、令和５年３月

末におきましては９１％ということが上

がっておりました。 

 それで２月末の計画上の数字になりま

すけども、そちらにつきましては４５．

３％が計画上でございました。これに対す

る実際の数なんですけども、令和３年２月

末におきまして、摂津市の個人番号カード

の交付率につきましては３３．９％でござ

います。それでこちらにつきましては、令

和２年４月比、２４％から約１０％増加し

ておりまして、田尻町、八尾市に次いで現

在は府下３位でございます。 

 それに続きまして、工夫する点なんです

けども何点かございます。 

 まず普及促進の工夫の一つといたしま

して、市民課窓口で写真撮影サービスを含

めた申請サポートに取り組んでおります。

また窓口での住民票交付や転入手続者等

の際に使用する封筒に、マイナンバーカー

ドの手続方法について同封し、普及に努め

ております。そのほかの工夫といたしまし

ては、マイナンバーカードらくらく申請キ

ャンペーンを市内の公民館とか摂津コミ

ュニティプラザや別府コミュニティセン

ターで実施する予定になっております。令

和２年度におきましても実施いたしまし

たが、なかなか申請に行くのが大変だった

ので助かったという意見も頂いておりま

して、大変好評でございました。 

 今後もキャンペーンなどを含めまして、

市民がマイナンバーカードを取得しやす

い環境や体制の整備を推し進めてまいり

たいと思っております。 

 続きまして、質問番号５番、斎場の火葬

炉の今後のスケジュール、修繕のスケジュ

ールとトータル金額についてお答えいた

します。 

 摂津市斎場につきましては、人物炉３炉

と汚物炉１炉の計４炉あります。次年度以

降につきましても同様に、保守点検の結果

で優先順位をその都度火葬炉メーカーと

協議しながら、毎年一炉ずつ順次火葬炉の

全面積み替えと制御盤等の更新を行い、最

終年につきましては全部の炉に関わりま

す中央監視装置の更新と、モニター設備の

更新工事を実施する予定でございます。 

 修繕料につきましては、毎年おおよそ２，

０００万円ですので、トータル１億円ほど

を想定しております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係りますご質問にお答えい

たします。 

 質問番号８番、東京オリンピック・パラ
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リンピック記念事業についてですが、この

事業の本質は子どもだと考えております。 

 スポーツはルールを守ることの大切さ

や、他者を思いやる心を養うなど、子ども

たちの成長によい影響を与える力がある

と思いますので、まずはそういった点から

スポーツとの関わりが少ない子どもたち

にスポーツに触れる機会をつくり、さらに

今回は一流のアスリートと触れ合うとい

う仕掛けをすることで憧れの気持ちを刺

激して、スポーツを始めるきっかけにした

いと考えております。 

 したがいまして、仮にこの夏の東京オリ

ンピック・パラリンピックが中止になった

場合におきましても、このアスリートスポ

ーツ教室は実施しまして、来週末に青少年

運動広場において実施予定の桑田真澄さ

んによる野球教室と併せて、一流のアスリ

ート等との触れ合いの中で、子どもたちに

夢や目標を持つこと、そして努力すること

の大切さを伝えてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、質問

番号１０番、予算概要７６ページ、市民農

園に関わります２回目のご質問にご答弁

させていただきます。 

 目標面積１万３，０００平方メートルに

対する進捗状況についてであります。農地

所有者が直接開設する形式の市民農園に

つきましては、令和３年度、来月早々に開

設が予定されているものも含めますと３

か所で約３，９００平方メートルとなって

おりまして、摂津市が従来開設しておりま

した市民農園と合わせますと約１万５，５

００平方メートルとなりまして、総合計画

で設定しておりました目標面積の１万３，

０００平方メートルを計画年度の最終年

でようやく達成できる見込みとなってお

ります。 

 それから目標数値に対する考え方とい

うことでございましたが、現在１万３，０

００平方メートルの目標は達成できる見

込みであるということでございますが、市

民農園の供給過多になりますと、多ければ

多いほどいいというものではないと考え

ておりますので、耕作者がいない場合につ

いては農地の荒廃リスクが高まってくる

というようなことも想定しております。 

 そして現在、農地の所有者と契約ができ

ている市民農園につきましても、相続を機

に農地の転用を行うなどして、市民農園と

しての借り上げができなくなるような農

園も出てくることが想定されるため、目標

面積は達成している状況にあるとはいえ、

決して楽観視はしておりません。いずれに

いたしましても需要と供給のバランスに

十分に注意しながら、適切に供給を行って

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係ります３点のご質問についてお

答えさせていただきます。 

 質問番号１１番、ビジネスマッチングフ

ェアについて、今年度の状況も踏まえて、

来年度に向けてどのような形で取り組ん

でいくかということでございますが、ビジ

ネスマッチングフェアに関しましては、企

業間の連携や販路開拓を目的としまして、

平成２６年度から毎年、商工会や市内の金

融機関と連携して実施しておりました。 

 ただ今年度に関しましては、１００名近

くが集まるフェアでございますので、新型

コロナウイルス感染症の対策といたしま
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して、オンラインでビジネスマッチングフ

ェアを実施させていただいております。 

 ちょうど今月の３日に実施させていた

だきまして、例年、講演会をさせていただ

いた後、交流会という形なんですけれども、

今回はちょうど健都に来られる企業の方

の講演会はさせていただくのと同時に、市

内企業のＰＲという形で７者がオンライ

ンでさせていただいております。 

 一方、そのオンラインでの商談会という

形で、前もって参加を企業の事業所に、参

加希望のところにお渡ししておりますの

で、マッチングをするという形もさせてい

ただいておりまして、オンライン商談とい

う形で１３者の事業者が、うまくオンライ

ンで商談させていただいております。 

 それでオンラインでの参加に関しまし

ては、８０者近くのご希望と、実際に６０

者ぐらいの参加をいただきまして、やはり

このように毎年していることで、なかなか

オンラインでというと集中するのがなか

なか難しい部分もあるんですけれども、多

くの事業所の方が参加いただいたという

ことで、こういう新型コロナウイルス感染

症の状況ではございますけれども、商談や

企業連携なども進められたんじゃないか

なと考えておる状況でございます。 

 来年度に関しましては、顔と顔を会わせ

て商談なり、それで講演に関しても直接お

聞きさせていただくほうがやはりいい面

が多いですけれど、もちろんできるのでし

たらそういう形でさせていただけたらな

とは思っておりますが、状況にもよります

けれども、今回はこういうオンラインでの

ビジネスマッチングをさせていただきま

したので、こういう形を生かしながら、も

しするとしても問題なくやっていけるの

ではないかなと考えておる状況でござい

ます。 

 引き続きまして、質問番号１４番、就労

のネットワークです。庁内ネットワークに

ついて来年度はどう進めていくのかとい

うことでございますが、やはり産業振興課

としては講座なり、そういうフェアなりを

開催するということで、なかなか個々の就

労希望の方の支援というのは難しい現状

でございます。 

 そこをやはり補っていただくという形

で、例えば生活支援の部署とか、障害福祉

の部署、あとひとり親の関係の部署などは

直接支援する職員もおられる状況の中で、

その就労のご希望という方も関わってお

りますので、そういう関係機関としっかり

情報共有していくということが重要では

ないのかなと思っております。 

 またいろんなそういう部署でしたら、就

労の仕組みです、国とかが講座なども持っ

ていたりしますので、そういう情報をどう

うまく伝えていくのか。それ以外に市とし

て講座をさせていただいているのは、どの

部分が必要なのかとかいうことも情報共

有しながら、市の研修の講座などを実施し

たりとかいうことも考えております。 

 また実際に講座を受けていただいて欠

席の方もおられたりしますので、どういう

事情でご欠席されたのかは、そういうのも

もう少し振り返りができるのではないか

なとかいうことで、丁寧な支援の方向性な

ども考えていきたいなと、来年度に向けて

考えておる状況でございます。 

 質問番号１５番、この迷惑電話の防止に

向けての周知やＰＲでございますけれど

も、香川委員のご質問の中でもお答えさせ

ていただきましたように、国は消費者安全

確保地域協議会ということで、福祉関係の

部署などと、高齢者を支援する例えば包括
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支援センターなどと、あと警察です。こう

いう迷惑防止の特殊詐欺などをそういう

関係機関の協議会などで設置することで、

この高齢者の方々の、安全確保とか、見守

りの体制などをつくっていくという組織

などを立ち上げることで、今まで以上に情

報共有するということで、関係機関として

そういう高齢者の部門のところは、こうい

う迷惑電話防止の装置などをＰＲするこ

とのご協力なども得やすくなるのではな

いのかなと思っておりますので、そういう

協議会の設置に向けて準備することで、こ

の迷惑電話の防止などの利用のＰＲなり

周知などの取り組みが進むのではないか

と考えておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 山本課長。 

○山本境政策課長 質問番号１７番、予算

概要６８ページの防疫車両管理事業の機

械器具費の関係でございます。 

 活用方法についてというお問いでござ

います。既存の防疫車両につきましては特

殊車両でございますので、特殊な機材等々

を積んでおります。その事務自体、その作

業自体は数年前から民間の事業所に業務

自体は委託いたしております。その関係も

ございまして、ほとんど稼働はしていない

というような状況がございます。 

 稼働はしておりませんが、維持管理する

ことで当然、車検代等々もかかりますので、

今回は買い換えによって防疫事業のみな

らず、同じ目の環境衛生事業でございます

飼犬等保護管理事業、やはり狂犬病の対策

とか広報とか、先ほどご説明いたしました

高年齢の犬への家庭訪問でありますとか、

また目は変わりますが、環境衛生費におき

まして特定外来種処分委託料ということ

で、これは大阪府の家畜保健所が泉佐野市

にございます。 

 殺処分につきましてはそちらに委託し

ておるんですけども、そこへの運搬は現在

直営で行っているというような状況でご

ざいますので、そのような際に活用したり、

先ほどと繰り返しになりますが、飼犬等保

護管理事業の中で動物死体の処理委託、こ

れも基本は民間に委託をしておりますけ

ども、時間によっては直営で我々が、民間

事業所とは契約時間が決まっております

ので、どうしてもすぐにいかないと近隣に

迷惑がかかるという、動物死体がございま

すので、その際にも依頼があるということ

で活用ができるかなということで、買い換

えを行うことによって幅広い活用ができ

るのかなと考えております。 

○渡辺慎吾委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、質問番

号１８番、災害廃棄物処理計画の策定につ

いてのお問いでございます。 

 まず災害廃棄物処理計画の府内の策定

状況でございますが、昨年度におきまして

は府内で策定率が３７％となっておりま

したが、今年度末では見込みでございます

が６７％まで策定率が上がると見込まれ

ております。 

 本市におきましては、今年度、災害発生

時の初期対応フローですが、先ほど委員か

らもご紹介がございました、このフローを

国のマニュアルや他市の資料を参考に改

定を行いまして、災害時の協定を結んでお

ります、許可業者にも共有させていただい

たところでございます。引き続きまして、

初期対応フローをベースとした中で、災害

廃棄物処理計画につきましても策定を進

めていきたいと考えており、大阪府や環境

省主催の研修会等に参加し、他市との意見

交換や策定事業の研究などを行っている
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ところでございます。 

○渡辺慎吾委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ご答弁ありがとうござ

いました。 

 それでは、３回目となりますけれども質

問させていただきます。おおむね要望にな

ろうかと思いますけどよろしくお願いし

ます。 

 まず質問番号１です。予算概要２４ペー

ジの摂津まつり振興補助事業においてで

す。青少年運動広場改修に伴う改善点、あ

るいはレイアウト変更等々のお話をお聞

かせいただきました。現時点でコロナ禍で

どうなるか分からないということですけ

ども、大きくレイアウトが変更されるとい

うご予定と認識しました。 

 特に先ほども言いましたが、私は駐輪場

とか、あるいは人の動線です。安全という

視点からも課題の一つになってたんじゃ

ないかなと私は捉えておりますので、ぜひ

これを機にいろんな観点、視点からいま一

度ご検討いただきまして、改善を加えて市

民の安全・安心、あるいはにぎわいづくり

というところに注力していただければな

と考えております。これは要望としておき

ます。 

 続きまして、質問番号３番、補正予算書

の３０ページの地域活性化事業補助金の

ところです。 

 使途などについてお聞かせいただきま

した。事業に関連するところの物品購入は

できるというところでございますので、理

解いたしました。 

 実際、本当に自治会の方々はそういった

ことを理解されてないという可能性もご

ざいますので、コロナ禍においてそういっ

た補助金ということを有効に使っていた

だきながら自治会活動を支えていくとい

うことも一つだと思いますので、ぜひ周知

なり何らかの形でＰＲできる機会があれ

ば、ご説明等々もしていただければなと思

います。理解しました。 

 一方、その自治会というところでいきま

すと、代表質問において、まずその自治会

とか町内会において、いろんな依頼事項の

ところで効率的に運用するように何か検

討していくというお話があったかと思い

ます。いわゆる調査をされているというよ

うにお聞かせいただいていたと思うんで

すけども、それがこの補助金に関してのと

ころもうまく効率的にやられているお考

えなのかどうか、それはどういった調査を

されているのかというのを最後に確認の

意味も含めてお聞かせいただきたいと思

います。 

 続きまして、質問番号４番目、予算概要

３４ページ。個人番号カード交付事業にお

いてです。円滑化計画とその進捗、あるい

は今の状況をお聞かせいただきました。 

 目標は非常に高かったですけれども、一

方で１年間で１０％ぐらいふえていると

いう、非常に伸びているといいますか、い

いことだと思います。市役所新館１階を見

ていても長蛇の列といいますか、待ち時間

が長いときも見受けられますので、どんど

んＰＲもしていっていただければなと思

います。 

 国は近い将来にほとんどの住民がマイ

ナンバーカードを保有するということで、

なかなか難しいかもしれませんけれども、

本市は本市でのやり方、あるいはその工夫

する点もお聞かせいただきましたけれど

も、そういった意味でも地道に取り組んで

いただければと思いますし、これからいろ

んな所管のその情報連携といいますか、マ

イナンバーカード一つでいろんな情報が
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引き出せるじゃないですけれども、そうな

っていくと思いますので、そういったこと

も広く周知していただきながら、今はマイ

ナポイントとかありましたので、それで伸

びたのかもしれませんけれども、利便性と

いうところも含めてＰＲしていただけれ

ばなと思います。要望としておきます。 

 続きまして、質問番号５番目、予算概要

７０ページ、斎場管理について、具体的な

進め方、あるいはトータル予算というとこ

ろで、５年をかけて約１億円ですが、かか

るというところでございました。 

 高額な修繕ということになろうかと思

いますので、今やられているように、しっ

かりと点検状況というか状態を見ながら

しっかり適切に対応していただきたいと

思いますし、こういった状態を見るという

のは、いわゆる専門用語でＣＢＭといいま

して、設備管理の中での手法なんです。そ

ういったところは有効だと思いますので、

ぜひ場当たり的にここをやるとかではな

くて、しっかりと悪いところは悪いで見な

がら、あるいはその耐用年数を見たときに、

一部修繕するということではなくて、もう

ここは全部一緒にやっちゃうとか、そうい

うことにすることによって保全周期が延

びたり、あるいはその材質の変更とか改善

を加えることでも耐用年数が長くなった

りしますので、ぜひこの５年間のうちで将

来というか長い目で、今何をしなければな

らないのかということを見極めながら、ト

ータルコストも見ながら有効にやってほ

しいなと思います。 

 そういった意味で、今回は修繕という視

点ですけれども、さらにもっと長い目で見

ると更新ということもあると思いますの

で、いわゆるイニシャルコストとランニン

グコストです。ということを見ながら、本

当のその設備はどうあるべきか、いろんな

角度から見たときに最有利に進められる

ように、そういった視点で頑張って取り組

んでいただければなというように思いま

す。よろしくお願いします、要望とします。 

 続きまして、質問番号８番目、予算概要

４２ページの東京オリンピック・パラリン

ピックの記念事業ということで、仮にオリ

ンピック・パラリンピックが中止になった

らどうするんだということで、子どもとい

うことをキーワードに、もうやるというこ

とですよね。ぜひやってほしいというよう

に思います。 

 私も代表質問でも言いましたけど、一人

でも多くの子どもたちが何かしらのスポ

ーツに取り組む環境の整備というのは、非

常に重要だと思いますし、前にも言いまし

たけど、体育、知育、徳育と言われていま

すので、こういったバランスも重要だと思

いますので、特に子どもの頃からスポーツ

を通じて、人間としての信条とか、あるい

は道徳的な意識を養うことも重要だと思

いますのでぜひ。 

 先ほどご答弁もありましたけれども、夢

とか目標にしっかりと取り組むというこ

とは大事だと思いますし、またチームメイ

トといいますか、その団結力とか絆、同じ

目標に向かってやるんだということも養

われると思いますので、ぜひこういった事

業、もう東京オリンピック・パラリンピッ

クを関係なく、子どもということをキーワ

ードに、ぜひそういった場の提供とかいう

ところも含めて、継続的に開催いただけれ

ばと思いますので、これも要望としておき

ます。 

 続きまして、予算概要７６ページ、市民

農園のところです。目標値に対しての状況

ということで、既に達成されているという
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ところでございました。 

 摂津市の開設と、その農地所有者という

ところで、ご答弁にもありましたけど、広

くなっていくのは重要なことだと思いま

すけども、一方でその供給過多といいます

か、おっしゃっていましたように、そうい

ったことになりますと、その手つかずなと

ころもふえていきますので、先ほども荒廃

リスクと言われていましたけれども、私も

同感でございます。 

 ますますそういった意味でも、市民ニー

ズもあろうかと思いますので、先ほどご答

弁もありましたけど、需要と供給のバラン

スだと思います。 

 だから既に１万３，０００平米を超して

いるということですので、これからその管

理費用といいますか、目標の立て方が難し

いかと思いますけれども、方向性とか、い

わゆる何を目指してやっていくんだとい

うことは、今からでも考えながら、次のス

テップに進んでいただければなと、状況も

変わっていますのでお願いします。 

 一方、市民農園の狙いというのは、水稲

の体験農園とか、あるいは低学年児童の体

験学習とかがあったと思います。そういっ

た子どもの頃から、あるいは高齢者までが

幅広く土に親しむというところが、あるい

は農業を楽しんでもらうということも目

的の一つだと思いますので、そういったと

ころもしっかり意識しながら、これからも

精力的に取り組んでいただければなと思

いますので、要望としておきます。よろし

くお願いします。 

 続きまして、質問番号１１番目、予算概

要８０ページ、中小企業育成のところでビ

ジネスマッチングフェアの今後の取り組

み、あるいは令和３年度の計画をお聞かせ

いただきました。 

 今年はオンラインでやられたというと

ころで、本当に今の時代に即したやり方じ

ゃないかなと思います。私の会社でもほぼ

Ｚｏｏｍであったりとか、全部がオンライ

ンだったり、本当に集合教育みたいな、あ

るいは会議とかいうのは一切なくなって

ますので、時代に即したやり方だと思いま

すし、また１３者が商談成立されていると

いうことも、効果も出ていると思いますの

で、感心させていただきました。 

 それでこのビジネスマッチングフェア

というのは、先ほどもありましたけど多岐

にわたる業種の方が一堂に会すと。本来は

フェイスツーフェイスがいいのだとは思

いますけども、そういった出会いの場であ

ると思いますのでぜひ、オンラインで手応

えを感じているのでいいと思いますけど

も、コロナ禍での工夫の仕方も引き続き工

夫しながら取り組んでいただきまして、何

回も言いますけど、ほかの中小企業の支援

施策も含めて、うまくこれを連動させて効

果的に支援していっていただければなと

思いますので、これも要望としておきます。 

 続きまして、質問１４番目、予算概要８

０ページ、地域就労支援事業についてです。

庁内でのネットワークの構築の仕方とか、

具体的な取り組みについてお聞かせいた

だきました。 

 言い方は悪いですけど、就労困難者にと

っては市の都合といいますか、あまり縦割

りにはなってはならないと思いますので、

ぜひそういった目的、就労という目的に対

してしっかりと、庁内で連携するところは

連携して対応していただければなと切に

思います。 

 それでまた本市は、ご答弁にもありまし

たけど、スケールメリットというところの

観点からいくと、やはり専門部署を設ける
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ということはできないので、先ほども言い

ましたけど、市民の立場に立って適切な対

応はどうなんだというところをしっかり

と連携して、ネットワークを組みながらや

っていただきたいと思いますので、これか

らもよろしくお願いいたします。これも要

望としておきます。 

 質問番号１５番目、予算概要８２ページ、

消費生活相談ルームというところで、録音

装置のＰＲについてというところで、いろ

んな関係機関と連携しながら装置をＰＲ

していくというお答えでした。 

 本当に詐欺はいろんな巧妙な手口にも

なってますし、本当に先ほど言いましたよ

うに、出ないというのが一番いいと思いま

すので、ぜひ広く周知いただきながら、こ

の効果も理解してもらって、いろいろそう

いった詐欺の撲滅まではいきませんけど、

自分が遭わないようにしっかりと対応す

るべく進めていただきたいと思いますの

で、これも要望としておきます。 

 続きまして、質問番号１７番目、予算概

要６８ページ、防疫車両管理事業において

の軽トラックの用途についてお聞かせい

ただきました。 

 いろんな意味で、幅広く活用していくと

いうお答えでございました。理解しました。

既に古い車両は処分されていると思いま

すけども、先ほどご答弁にもありましたが、

外部委託も進んでいるという状況の中で、

これから本市として所有しておくもの、あ

るいは置かないものということも吟味し

つつ、また一つの所管でとどめることなく、

いろんな共有するという観点で有効利用

していただければなと思いますので、引き

続きよろしくお願いいたします。 

 最後です。質問番号１８番目、ごみ収集

処理事業というところで、災害廃棄物計画

の府内での策定状況ということで、大阪府

では随分と１年で進んでいると、数字を聞

いてびっくりしましたけれども、理解いた

しました。 

 以前も申し上げておりますけども、今は

東日本大震災から１０年というところで、

いろんな報道といいますか特集も組まれ

ていますけど、その被災した自治体のとこ

ろが、その災害廃棄物処理計画がないとこ

ろというのは、初動の対応が後れていると

いう、データもございますので、今は初期

フローを完成させて、いろいろと共有して

いるというところで、一歩進んでいるのか

なと思いますけれども、そういったところ

も認識しながら取り組んでいただければ

なと思います。 

 きょうは質問しませんでしたけど、ごみ

処理の広域化というところでいくと、恐ら

くマンパワーはかなり割かれていて、手つ

かずといったら変ですけど、なかなかこの

災害廃棄物処理というところには行って

ないんだろうなと、私は思っているんです

けれども、とはいえ、災害はいつ起こるか

分かりませんので、ぜひ大規模災害に備え

て計画を立てて、いつまでやるんだという

ことも意思表示しながら取り組んでいた

だければと思います。これも要望としてお

きます。 

 ３回目は以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 丹羽参事。 

○丹羽生活環境部参事 質問番号３番で

ございます。補正予算書３０ページ、地域

活性化事業補助金に関連しまして、自治会、

町会に対する依頼事項等との調査につい

てのご説明をさせていただきます。 

 調査は全部所を対象に実施いたしまし

た。調査項目は行政から自治会、町会に対

して支給している補助金、ご依頼している
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業務、委員、役員等の選任の３項目につい

て行っており、地域活性化事業補助金も入

っております。 

 調査した結果、補助金については８件、

業務については７件、委員、役員選任につ

いては８件、計２３件上がっております。 

 今後は調査結果を精査していき、自治連

合会の皆様からのご意見も伺いながら、自

治会、町会の負担軽減を視野に入れながら

効率的な運用を検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 これで最後にしたいと思います。今のご

質問は質問番号３番だった思います。自治

会、町会に対する依頼事項の内容を理解し

ました。 

 補助金も含まれているということで、行

政からの依頼は２３件ということだった

と思いますけれども、前ですが私も自治会

長をやっているときがありまして、何か感

覚的にはもっとあったんちゃうかなと、実

は思っています。だからこれから調査して

いただいて、しっかりと精査していただけ

ればなと思います。 

 それでよく私が自治会長とお話しして

聞くのが、回覧物なんです。回覧物をやる

にもその手間もかかるし、ファイリングし

て回してということで、それで回したらす

ぐに何か、次か次の日にまた来たというの

をよく聞くんです。それで私もそういった

経験もありますので、だから行政からの直

接の回覧物ではもしかしたらないのかも

しれませんけど、できるのであればそうい

ったところも一歩手を広げて、その自治会

に行く書類、いわゆる行政が関わっている

ところですが、そういうのを例えば自治振

興課なのか、どこかの部署が全体を把握し

て、例えば月１回なり月２回なり中身も精

査した上で、要る、要らんも含めてやって

いただければなと思います。 

 というのも、その自治会に、今は加入率

も４９．９％ということで、その担い手不

足もあります。だから自治会長などをやっ

たらしんどいとか、回覧ばかりやというの

を情報教育ということでいいとは思うん

ですけれども、しっかりそういったところ

も必要な情報を与えるということからも

しっかりとやっていただければなと思い

ます。それがトータルで負荷軽減にもなり

ますし、パートナーである自治会との連携

というところでも気持ちよくやれると思

いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 この調査というのは本当に第一歩だと

思いますので、期待しておりますのでぜひ

しっかりと整理した上で、今後の取り組み

をよろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、予算案につい

て質問させていただきます。一部は補正の

分もあります。予算概要でお願いいたしま

す。 

 質問番号１番、予算概要２８ページ、コ

ミュニティセンター管理事業で自治振興

課です。 

 来年度コミュニティ基本構想、コミュニ

ティセンターの基本構想を策定していく

予定ということです。現在の利用者等にコ

ミュニティセンターについてのアンケー

トを行ったと聞いています。どのような目

的で、回答はどれくらい集まったのか、集
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計結果はまたどのように発表するのか教

えてください。 

 質問番号２番です。予算概要３４ページ、

住民基本台帳事務事業です。 

 住民基本台帳法では、個人情報保護の観

点から台帳の原則非公開を定めています

が、第１１条で国または地方公共団体は、

法令で定める事務の遂行に限って台帳の

一部の写しを閲覧させることができると

なっています。閲覧状況は、毎年事務報告

書にも公表されています。 

 以前は自衛隊も閲覧をしていました。し

かし摂津市は２０１６年から本人に知ら

せることなく、自衛隊へ若者の名簿を提供

しています。事務報告書にも記載されない

ようになりました。来年度も自衛隊から求

められれば、同様に住基情報を名簿にして

自衛隊に提供するおつもりなのかお伺い

します。 

 質問番号３番です。予算概要３４ページ、

証明書交付事業です。 

 コンビニ交付システム更新委託料、コン

ビニ交付運営負担金等があると思います

けれども、このコンビニ交付ですが、伸び、

それから１件当たりの単価、これをお伺い

したいと思います。よろしくお願いします。 

 それと市役所窓口での交付件数につい

ても教えてください。 

 質問番号４番、予算概要３４ページ、個

人番号カード交付事業。 

 香川委員や光好委員も質問されておら

れましたけれども、マイナンバーカードの

申請数、それから交付数及び率もおっしゃ

っていましたけど、もう一度教えていただ

きたいと思います。 

 それから申請されて交付するまで、しば

らく窓口で留め置きということになると

思います。それで廃棄のルールもつくられ

たと思うんですけれども、留め置き数と廃

棄数、これについても教えてください。 

 また廃棄の基準といいますか、ルールを

つくられたと思いますので、それもご紹介

ください。 

 質問番号５番です。予算概要４２ページ、

体育施設維持管理事業、また温水プール管

理事業です。文化スポーツ課です。 

体育館や温水プールなど、コロナ禍の影

響で休館にしていた時期がありました。利

用者や事業者、指定管理で働いている人へ

の対応はどうやったのかなと心配で、いろ

いろと質問もさせていただいたところで

ございます。そこで働いている方が仕事を

失うようなことがなかったのか、来年度も

コロナ禍の問題は、この先行きが見えない

状況でございます。休館または時間短縮、

いろんなことが起こり得るかもしれませ

ん。そういう中でどのようにお考えなのか、

教えていただきたいと思います。 

 質問番号６番です。予算概要６８ページ、

環境測定・調査等事業、また大気水質等調

査事業というのがございます。 

 地盤沈下１級水準測量委託事業、ＪＲの

地下水くみ上げの問題なんですけれども、

来年度の測量予定はどうなっているのか

教えてください。 

 また令和２年１２月のＰＦＯＡに関す

る水質調査の資料も頂いています。その中

にダイキン工業が自社敷地内で地下水く

み上げを行い、地盤沈下が起きたという内

容が書かれています。 

 地盤沈下が起きるほどの水のくみ上げ

を摂津市はいつ知ったのか、またそれに対

して地下水をくみ上げる許可というのは

出したのか、このことについて教えてくだ

さい。 

 質問番号７番です。概要７２ページ、ご
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み減量対策事業です。 

 一般廃棄物処理計画のパブリックコメ

ントが終了したと思います。この問題は光

好委員も質問されていました。 

 今回の計画と前回の計画で大きく違う

ところ、また同じく課題となっているとこ

ろ、目指していくところというのがあると

思うんですけれども、それぞれ教えていた

だきたいと思います。 

 質問番号８番、予算概要７２ページ、ご

み収集処理事業です。 

 ごみ収集の民間委託、再委託契約が終了

したと聞いています。来年度のごみ収集が

新たに民間になる地域がどのくらい広が

るのか、再度民間委託と直営の割合はどの

ように変化するのか、また市民への周知は

どのように、いつ行うのか、これも教えて

ください。 

 質問番号９番です。これは補正予算書の

５２ページ、産業振興課です。 

 休業要請支援金市町村負担金、７，１５

０万円減額補正になっています。そもそも

この支援金はどういう内容のものか、摂津

市の利用企業数の見込みと実績について、

どうだったのか教えてください。 

 質問番号１０番、予算概要に戻ります、

７８ページです。労働相談事業、８０ペー

ジに先ほど光好委員も聞いておられた地

域就労支援事業がございます。今はコロナ

禍で、失業したとか仕事を減らされたとか、

本当に大変な状況が生まれていると思い

ます。労働相談はどんな内容だったのか、

ふえているのかということを教えていた

だきたいと思います。 

 また地域就労支援事業、他課とも連携し

ていろいろやっているんだというような

お話でした。一人一人にサポートしていた

だくと、そういうことも他課と連携しなが

らやっているとお聞きしました。 

 私も母子家庭の方からこの間、相談も受

けまして、いろいろとご相談に乗っていた

んですけれども、子どもが小さい中で、お

仕事が本当に、喫茶店でアルバイトとか、

それからガソリンスタンドでアルバイト

とか、短い期間で次々と、子どもが小さい

のもあって、どうしても変わってしまう。

雇用保険にもなかなか入れるような状況

にない。 

 例えば先ほどおっしゃっていた介護の

資格などを取って、もう安定した形で働け

るようになったらいいのになとか思うん

ですけれども、目の前の毎日の食べていか

なければいけないという生活があるもの

ですから、そういうお話をしてもなかなか

講座を受けるというようなことが難しい

んですけれども、例えば休日だとか夜間だ

とか、そういうところでの講座開設という

ようなことはできないのか。そのことにつ

いてもお伺いしたいと思います。 

 質問番号１１番、予算概要８０ページ、

創業支援事業です。 

 この創業支援事業の中は家賃を補助す

るという部分もあると思うんです。今年度

は１件のみだったということでございま

したけれども、来年度もこれは引き続きや

っていくんだということでした。 

 家賃補助は大変喜ばれていると思うん

ですけれども、家賃補助の部分についての

お話があまりなくて、コンサルタントはた

くさんしていただいたんですけれども、こ

のことについてもう一回説明を、そしてど

うだったのかというお話もお聞きしたい

と思います。 

 質問番号１２番です。８０ページ、予算

概要です。これは質問番号を言ってますけ

ど、もう要望にしておきたいと思います。 
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 企業立地等促進事業です。これまでも何

回も言ってまいりました。商工振興費の大

きな部分を占める事業です。そしてそのほ

とんどが大企業への交付だということも

指摘してきました。 

 交付を受ける企業は摂津市の産業振興

に協力するということを努力目標に、努力

義務ということでされていると思います。

それで今回、コロナ禍で本当にたくさんの

方々が職を失ったりしています。大きな企

業で非正規や派遣の方をたくさん使って

おられるところも多いと思いますから、ぜ

ひ非正規切り、そういうことをしないよう

に、派遣切りをしないように申し入れをし

ていただきたいなと思います。これは要望

としておきます。 

 １３番です。予算概要８０ページ。南千

里丘分室管理事業です。 

 ビジネスサポートセンター事業に関わ

って、香川委員、光好委員がいろいろとご

質問されていました。光好委員はこの南千

里丘分室の問題にもお話しされていたと

は思います。 

 この南千里丘分室の管理事業なんです

けど、昨年と比べて金額が上がっています。

この上がっている理由は何でしょうか。 

 南千里丘分室は維持費に比べて利用が

非常に少ないと、今までも指摘をしてきた

ところでございます。これは私だけではな

くて、何人かの委員がそういう指摘をされ

てきたと思います。それでどのように利用

率を上げていくのかというお問いの、一つ

はビジネスサポートセンター事業でここ

を使いますということだと思うんですけ

ど、それ以外にも何かあれば教えていただ

きたいなと思いますので、お願いいたしま

す。 

 以上で１回目を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 答弁を求めます。丹羽

部参事。 

○丹羽生活環境部参事 質問番号１番で

ございます。予算概要２８ページ、コミュ

ニティセンター管理事業。 

 コミュニティセンター基本構想策定委

託料に関連しまして、コミュニティ施設に

関する基礎調査の目的につきましてご説

明させていただきます。 

 本調査につきましては、コミュニティ施

設の現状や市民ニーズを分析し、コミュニ

ティ施設についての基礎資料を作成する

ために行っております。 

 アンケートにつきましては別府、味生地

域の自治会、町会や各施設を利用されてい

る団体、８７団体の方に実施させていただ

きました。アンケートの実施に際しまして

は、できるだけ地元住民の方々のご意見を

お聞きできればと思い、郵送ではなくアン

ケートの趣旨の説明も含めて、個別に配付

させていただきました。８７団体のうち７

９団体のご回答を頂いており、約９０％の

回答率となってございます。 

 今後はアンケート調査でいただいたご

意見の集計や分析を行い、基礎調査を取り

まとめ報告書を作成してまいります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは、市民課に関わ

ります三つのご質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号２番、自衛隊への名簿提

供につきまして、同様に今年も提供するの

かというご質問なんですけども、依頼が今

年も来るかどうかということについては、

現時点では分かりかねますが、同様に依頼

が来ましたら提供する予定でございます。 

 続きましては、質問番号３番、コンビニ

交付の１件当たりの単価と市役所の窓口
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の単価ということでお答えいたします。 

 まず、コンビニ交付の１件当たりの単価

につきましては、令和２年度につきまして

はコンビニ交付システム更新料を含みま

して、取扱件数、これは見込みなんですけ

れども８，０００件を恐らく超えると思い

ます。それで１件当たりを計算いたします

と２，４６３円の見込みです。 

 それであと市役所窓口の単価というこ

とでございますけども、市役所窓口につき

ましては、窓口業務委託ということで、委

託料ということで支払いをしておりまし

て、その中につきましては、パスポートで

すとか、あと臨時運行許可ですとか、あと

交付の住民票ですとか、戸籍他の交付とい

うことも入ってまいりまして、郵送とかも

あります。 

 それで一概にこの委託料で１件当たり

ということを出すというのは、そぐわない

かなということで、お答えは控えさせてい

ただきます。 

 続きまして、質問番号４番、個人番号カ

ード事業ということで、順にお答えさせて

いただきます。 

 まず申請数につきましては、いずれもこ

れは２月２８日の締めの状態でお答えい

たします。 

 申請件数が３万６，２４５件、続きまし

て交付件数ですけども、２万９，４３４件

で、これに関わります交付率ですけども、

３３．９９％で、続きましてＪ－ＬＩＳか

ら市役所にカードが届きまして、それで市

役所に置いてある留め置きの数ですが、２

月２８日現在、留め置きの数は、２，３３

０枚です。 

 続きまして、廃棄の数なんですけども、

マイナンバーカードの廃棄の数につきま

しては、現在終わっているのが平成２８年

１月から令和元年末までが廃棄が完了し

ておりまして、総数としましては４５７枚

です。 

 続きまして、その廃棄の基準ですけども、

マイナンバーカードに関する取り扱いと

いうことで、内部の要領を決めておりまし

て、交付期日、交付の通知書は、皆さんに

マイナンバーカードができましたという、

通知のはがきがあるんですけども、それを

交付通知書と申します。それに記載してい

るんですけども、その交付期日から９０日

を経過した翌月の１週間以内に廃棄の起

案をしまして、それであと廃棄処理につき

ましては、その月の第４日曜日ということ

で決めております。第４日曜日の日曜開庁

のときに処理、廃棄を実際にするというこ

とで決めております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係りますご質問にお答えい

たします。 

 質問番号５番、体育施設温水プールにお

ける指定管理者の人員の状況についてで

すけれども、指定管理者に対しまして、施

設の閉鎖、時間短縮、あるいは利用制限と

いったコロナ禍による影響があった、その

減収分を補てんしております。さらに施設

閉鎖中でも施設の予約事務は継続してお

りましたし、業務がなくなったわけではな

く、これまでと同じように働いてもらって

いました。 

 したがいまして、体育施設温水プールに

おける指定管理者の直接の雇用におきま

して、人員整理などは行われていないと確

認しております。 

 また来年度におきましても、受講料等負

担金を予算計上をして、万が一の補てんの
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対応を見込んでおりますし、指定管理者に

おきましては引き続き適正に運営される

よう連携を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 質問番号６番、予算

概要６８ページ、環境測量調査等事業に関

するご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の地盤沈下１級水準測量委

託料でございます。 

 令和３年度もこれまでと同様、市内８か

所について測量を実施していく予定でご

ざいます。 

 令和２年度の実績につきましては、もう

しばらくすればまた結果が出てくるとい

うような状況でございますので、令和２年

度の結果が出てまいりましたら通常どお

り、また議員の皆様には情報を提供したい

と思っております。 

 ２点目の市内企業のＰＦＯＡの関係で、

水質浄化のために地下水をくみ上げてい

る関係でございます。 

 過去の経緯はなかなか私も去年の４月

からいろいろしてきまして、この期間に経

過も調べておるんですけども、私自身が、

その市内企業が地下水をくみ上げている

事実を知りましたのは、国の目標値が決ま

った以降の会議におきまして、また大阪府

の報告等々で、平成２１年から浄化処理を

しているという事実をつかみましたので、

その頃からは地下水をくみ上げているよ

うな状況でございます。 

 それで議員の皆さんにお配りしている

大阪府のホームページの情報の中にも、構

内の地盤沈下、リフト通過によるアスファ

ルトの陥没ということで、そのくみ上げて

いる近辺の部分におきましてリフトのわ

だちといいますか、タイヤ痕の関係で少し

地盤沈下があったということで、現在は年

間約６万トンを限度にくみ上げを行って

おられるということでございます。構内に

おいても一部の状況でありますので、外部

の影響については見られないような状況

というような感じでございます。 

 それとくみ上げの許可でございますが、

今まで許可については行っていなかった

というのが事実でございます。当該企業の

方々等々からヒアリングを行いますと、市

にはご報告はされたということでござい

ますが、市としては経済活動でのくみ上げ

ではなく、浄化活動でのくみ上げというこ

とで、申請等には至っていない現状にあり

ましたので、しかしながらくみ上げている

という事実はございますので、我々としま

しては許可申請を上げていただき、我々と

してはやはり浄化をするということも認

識いたしておりますので、現時点では許可

申請をいただき許可を出して、今後につき

ましてはくみ上げ量を条例に基づくご報

告は頂戴できるような状況にございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは７２ペ

ージ、ごみ減量対策事業、７番の質問でお

答えさせていただきます。 

 一般廃棄物処理基本計画についてのお

問いでございます。まず計画の策定に当た

りましては、国の策定指針において、ごみ

処理の現状や課題、ごみの発生見込み、ご

みの排出抑制のための方策など、計画にお

いて整備すべき事項が示されており、ごみ

の発生量や、これまでの取り組みの振り返

りなどを行ったところでございます。 

 委員がご質問の課題といたしましては、

事業系ごみの増加、広域化に向けた体制の

見直し、食品ロスの削減、プラスチックご
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み、高齢化率の増加などが挙げられます。

また前回との変更点でございますが、前回

の計画での目標ですが、環境センターの１

炉運転で安定的な稼働が行えるよう、ごみ

の排出量を維持するとしておりましたが、

今回の計画におきましては、先ほど光好委

員のご質問にもございましたが、積極的な

ごみ減量の推進、分別の徹底によるリユー

ス、リサイクルの推進、この２本を基本方

針とする中で、目標値を明確に定めさせて

いただいて、毎年の振り返り、評価をしっ

かり行えるように整理させていただいた

ところでございます。 

 続きまして、質問番号８番、ごみ収集処

理事業についてのご質問でございます。 

 まず、今回契約させていただきました委

託の件数でございます。世帯数に関しまし

ては、来年度の４月での世帯数で計算する

ことにはなるんですけども、１月末現在で

件数を出させていただいた数で報告させ

ていただきますと、委託拡充になる世帯数

としましては約２，７００世帯が対象とな

りまして、現状の委託世帯と合わせると２

万９，８００世帯ぐらいになるのではない

かなと。続いてその数値に基づいた委託割

合でございますが、委託割合でいいますと

７１％ぐらいになるということでござい

ます。 

 最後に市民周知でございますが、直営か

ら委託に変更となる地域におきましては、

これまでと違う車両で収集に伺うことと

なります。また他の地域におきましても、

収集に伺う時間に変動が生じる場合もご

ざいます。周知に当たりましては、４月の

広報誌で周知させていただくほかホーム

ページ、既に地域のごみ減量推進委員の方

には委託を拡大しますというご案内をさ

せていただいております。また今後は自治

会、マンション管理者等への周知を行う予

定としております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは産業振

興課に係ります４点のご質問についてお

答えさせていただきます。 

 まず休業要請支援金市町村企業の負担

金に関しまして、休業要請支援金はどんな

事業かということでございますが、大阪府

と市が２分の１ずつ負担させていただく

事業で、主に事務は大阪府で実施しており

ます。 

 令和２年４月１４日以降に府が行った

施設の休止もしくは営業時間の短縮の要

請に協力した事業所に関して支援金を出

すという制度でございまして、支援金の金

額は法人１００万円、個人５０万円、その

２分の１を市が負担しているというよう

な事業でございます。 

 それで当初は大阪府から、想定されてい

る摂津市の法人に関しましては、法人７０、

個人４５２という形で依頼がありました

ので、その試算の基に予算を計上させてい

ただいております。ただ実際に登録等はウ

ェブ等で、例えば法人５４、個人３０３と

かございましたが、実際に書類不備とか、

申請がなかったという状況もございまし

て、摂津市の場合、支給件数といたしまし

ては法人３６、個人２３２という形になっ

ておる状況でございます。 

 続きまして労働相談に関しましては、今

年度の労働相談は２月末までですけれど

も１６件というような状況で、前年度と比

較しても去年１年間で１３件ということ

でございますので、件数等は増加傾向とい

うことになっております。 

 それで相談内容に関しましては、労務災
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害とか有給の取り方に関してとか、雇用保

険、賃金未払いとか、内容に関しては去年

と比較して特に何か変わっているかとい

うわけではございません。内容としてはそ

ういう形ではございますが、ただなかなか

どういう形で今回の新型コロナウイルス

感染症の影響が出ているのかというのは、

個別内容ですので、なかなか見えない部分

がございますが、例年度の内容としてはご

ざいますが、件数としては増加傾向となっ

ておる状況でございます。 

 その中で、就労に関してですが、講座は

休日とか夜間ですることで、お仕事されて

いる方が新たにということになっておる

のだとは思うんですけど、これは事業とし

ては委託の事業でさせていただいており

まして、原則、今お仕事していない方を就

職支援していくということがございます。

ただ委員がおっしゃるように、どんな形で

することが一番その利用者というか、希望

の方の就職支援につながっていくのかと

いう趣旨もございますので、どんな形がで

きるのかということは、いろんな方のお声

を聞きながら考えていけたらなとは思っ

ております。 

 続きまして、質問番号１１番です。創業

支援の件でございますが、家賃の補助とい

うことで創設させていただいているとい

うことでございまして、改めてご説明させ

ていただきますと、賃貸料の補助として２

分の１、上限５万円を６か月、補助させて

いただくという制度でございます。それで

その中で商業団体、例えば商店街の連合会

等ですが、入っていただくとさらに６か月

支援させていただくという制度になって

おる状況で、できるだけ商業のそういう商

店街の活性化につながればという趣旨で

させていただいている状況でございます。

改めてこういう事業をＰＲしていけたら

と考えておる状況でございます。 

 質問番号１３番、今回は予算です。南千

里丘分室は少しずつふえているというこ

とでございますが、去年度と比べまして、

主にふえている内容に関しては、やはり通

信運搬関係です。ウェブ等の、そういう関

係の予算が少しふえておるということで、

あと光熱水費の見込みとかも少しあるん

ですけれども、利用は去年度、なかなか新

型コロナウイルス感染症対策で産業関係

の支援ルームで利用は、会議が少なかった

りとか、研修が少なかったということもあ

って、減少傾向にあったんですけれども、

ただ子どもの教育の関係の支援で、教室を

お貸ししたりとかいうことで、活用を図っ

たりとかいうこともさせていただいたり

とかしております。 

 あとそれ以外に、去年ですと新型コロナ

ウイルス感染症関係の説明会等、家賃の助

成の説明会等などもさせていただいたり

とか、待機する場所に使ったりとか、産業

の支援ルームの活用も図っておりますの

で、令和３年度からはもちろん産業支援ル

ームで相談支援もしますので、それをきっ

かけにしてセミナー等も組み立てていけ

たらなとは考えておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 質問番号１番、コミュニティセンター管

理事業です。コミュニティセンター基本構

想に生かしていくためにということでし

た。地域の人の声をよく聞いていただいて

進めていただきたいなと思います。 

味生コミュニティセンターということ

なんですけれども、味生公民館をどうする
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のかとか、集会所の統合廃止などは慎重に

行っていただきたい、地域の人と一緒に考

えながら進めていただきたいというよう

に思っております。また鳥飼地域でのコミ

ュニティセンターも早急に検討するよう

に、ぜひお願いしたいと思います。 

そしてやはり地域のコミュニティセン

ターということでしたら、別府も含めて料

金の引き下げをしっかりと行っていただ

くよう、要望としておきます。これは要望

で終わります。 

 質問番号２番、住民基本台帳事務事業で

す。２回目は生活環境部長にお伺いします。 

 自衛隊法は、自衛隊が協力を要請すると

いうことは、名簿の件ですけれども、認め

ています。市町村の義務ではありません。

また住民基本台帳法に照らせば、名簿提供

はできないということになっています。 

 摂津市は昨年の本委員会の審査で、第１

５６回国会での総務大臣の発言、また先日

の代表質問では、地方からの提案に対して

の政府の閣議決定や、防衛省、総務省連名

の通知、こういうものも出されてきました。

しかしそのどれもが住民基本台帳法上、特

段の問題を生ずるものではないという内

容でございます。根拠も何も示さない大変

曖昧なものであります。住民基本台帳法の

一部の写し、つまり名簿を自衛隊に提出で

きることを明確化してほしいと、地方から

の要請があったのに対して、政府が根拠を

示せないことの証拠といえると思います。 

 閣議決定の上、発出されましたこの通知

ですが、この通知もここに書かれてあると

おり、技術的助言というもので、拘束力を

持ちません。法律と技術的助言の通知とど

ちらが上かといえば、明らかに法律が優先

いたします。 

 まず一つ目として、通知と法律ではどち

らが優先するのかお答えください。そして

住民基本台帳法では閲覧しか認められて

いないということははっきりしておりま

す。しかし個人情報保護法でできるのだと

いうようなご答弁もあったかと思います。 

 では個人情報保護法と住民基本台帳法

では、どちらが優先されるのか。これは住

基ネット訴訟というのが以前ありました。

そこで最高裁判所の判決があります。住民

が自己情報コントロール権を侵害すると、

住民票コードの削除を求め自治体を訴え

た裁判で、住基ネットが自己情報コントロ

ール権を侵害することはないと、最高裁判

所は住民の訴えを退けました。この結果に

ついては私は異論がありますけれども、そ

れは後で話すとして、この最高裁の判決が

論拠とした法の位置づけは正当なものだ

と思います。 

 最高裁の手前に大阪高裁判決があった

わけですが、このときは住民側が勝訴して

います。大阪高裁は住民基本台帳法で目的

外使用に制限をかけているとはいえ、個人

情報保護法では目的外使用を行政機関に

認めているから、住基ネットで自己情報が

勝手に提供されるおそれがある。自己情報

コントロール権が侵害されるおそれがあ

るので、住民の訴えを認めるというのが大

阪高裁の出した判決内容でした。しかし最

高裁は、高裁は法律の位置づけを間違えて

いると指摘しています。その部分を読みま

す。 

 「行政個人情報保護法は、行政機関にお

ける個人情報一般について、その取り扱い

に関する基本的事項を定めるものである

に対し、住民基本台帳法第３０条の３４等

の本人確認情報の保護規定は、個人情報の

うち住基ネットにより管理、利用等をされ

る本人確認情報につき、その保護措置を講
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ずるために特に設けられた規定であるか

ら、本人情報については住基法中の保護規

定が行政個人情報保護法の規定に優先し

て適応されると解すべきであって、住基法

による目的外利用の禁止に実効性がない

との原審の判断は、その前提を誤るもので

ある」と最高裁はいっているわけです。つ

まり、個人情報保護法に優先して、住基法

によって住基法情報は守られるのであっ

て、行政が目的外利用はできないとはっき

り言っているわけです。 

 二つ目に、この最高裁判決に基づいて住

基情報の提供に関しては、住基法と個人情

報保護法ではどちらが優先するとお考え

かお聞かせください。 

 ちなみに先ほど私は異論があると言い

ましたが、最高裁は行政がそんなことをす

るはずはないといったけれど、大阪高裁の

いったように、行政は住基法に頬かむりを

して、住民基本情報を現に目的外利用して

いるからです。しかしこんなことが憲法第

１３条に基づく自己情報コントロール権

の侵害であるということは、両判決とも認

めているところです。二つの点についてお

答えいただきたいと思います。 

 質問番号３番です。証明書交付事業です。

コンビニ交付はだんだんと単価が上がっ

てきたなと思っているところです。以前、

２０１８年にお伺いしましたところ、１，

３０１円が単価と言われていました。２０

１９年は下がって１，０８４円だというお

答えでした。本日のお答えは２，４６３円

です、すごく上がってます。 

 コンビニ交付の件数そのものは、窓口で

の発行件数をお伺いしたんですけどお答

えがなかったので、後で言っていただいて

も結構なんですけど、単価は勘定できませ

んというようなお話だったと思うんです

が、発行枚数は分かると思うんです。市役

所窓口で発行している数と比べると、やは

りすごく少ないと思います。この２０１９

年度のときに６，０００枚だったのが、今

は８，０００件というようなことですので、

ふえているとはいえ、市役所窓口での発行

と比べると大きくはないと思います。 

 利用率を上げるためにということでコ

ンビニ交付をしているわけですけど、単価

が非常に上がっている、利用率もそう大き

くふえているわけではないということで、

何でもかんでもコンビニ交付にしたらい

いというものではないと思っております。

マイナンバーに対しての国民の拒否感も

拭えません。これからいろいろと今回は所

得課税証明書も発行できるようにとか、い

ろんなことをやっていこうとされていま

すけれども、本当に市民のための利便性と

いう観点から、再度しっかり考えていただ

きたいと思います。これは要望としておき

ます。 

 窓口での発行件数は議会が終わってか

らでも結構ですので、また教えてください。

すぐ分かるんだったら次の質問について

のお答えのときでも結構です。 

 次に、質問番号４番です。個人番号カー

ド交付事業です。マイナンバーカードはだ

んだんとふえていってますよというよう

なお話でございました。留め置きが結構あ

るんだなというのはびっくりしましたけ

れども、廃棄というのも申請したのに取り

に来ない方がいらっしゃるということな

んだとは思うんですけれども、あるという

ことです。 

 それで先ほど光好委員の質問でもあっ

たと思うんですが、香川委員もおっしゃっ

てたんですけど、国民健康保険も含めてで

すが、保険証としてマイナンバーカードが
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使えるようになるよというようなことが

３月からスタートする。病院、医療機関に

よってはまだのところもあるけれどもと

いうようなお話でした。 

 これはよくあることなんですけれども、

国保に加入しておりました、それで会社に

勤め出したので会社で社会保険に入りま

した。そしたら国保を脱退しないといけな

いんですけれども、本人はそれに気がつい

てなくて両方に入ってしまっている。とい

うことは、よくあることです。それでこう

いう場合に、このマイナンバーカードを使

ったらどういうことになるんですか。 

 国保年金課に聞いたんです、先に。国保

年金課は分からへんと言ってましたので、

これを進める市民課なら分かるのかなと

思ってお聞きするところです。 

 反対のケースもあります。二重に入って

いるという場合が結構あるんです。それで

国保の滞納がたくさんになってきて督促

をして、それで話していくと、いや実は社

会保険に入ってたんだということが分か

るみたいなことが往々にしてあることな

んですけど、そういう場合はどうなるのか

教えていただきたいと思います。 

 質問番号５番です。体育館や温水プール

や、いろいろと休業やらもあった中でもし

っかりとそこの雇用は守ってきたという

お話だったかと思います。今後についても

いろいろあるかもしれないけれども、働く

人をちゃんと守っていくよというお話を

していただけたかなと思っています。本当

にそれはとてもありがたかったし、これか

らもしっかりと守っていただきたいなと

思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。これも要望としておきます。 

 続きまして、質問番号６番です。ＪＲの

地下水のくみ上げは、来年度もいつもと同

じようにちゃんとやりますよということ

でお答えいただきました。また今年度の実

績についても、もうしばらくしたら出ると

いうことで、また教えていただきたいと思

います。 

 ＰＦＯＡの問題に関連して、ダイキン工

業が地下水をくみ上げていた問題ですけ

れども、何となくその歯切れが悪かったの

でよく分からないんですけど、平成２１年

からそういうくみ上げをやっていたとい

うことですね、ダイキン工業は。それは私

たちが頂いた資料の中にもそう書いてあ

ります。 

 それでそのときから摂津市は、そのこと

について分かっていたのではないのでし

ょうか。先ほどのお話では、課長がお分か

りになったのは最近なのかもしれないで

すけど、市としてはちゃんと情報をダイキ

ン工業からもらっていたということです

よね、確認したいんですけど。 

 それでダイキン工業は市に報告をした

けれども、別に許可とかそんなことは要り

ませんよというようなことを市がいった

という解釈でいいんでしょうか、というこ

とですね。 

 それで市はそういうことを知っていた

わけですよ、その当時から。だって毎年１

回ずつ大阪府と摂津市とダイキン工業と

３者でこの問題について会議を開いてい

るわけです。ですからこういうことについ

てダイキン工業が隠してなければ、大阪府

だって摂津市だって、ちゃんと分かってい

る話ですよ。 

 それに対して、どうして報告が議会にも

市民にもなかったのか。それで今後はどう

するのか、許可を出していくというような

お話だったんですけども、何でこの報告が

なかったのかという問題についてはきち
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んと検討していただかないと、これからも

摂津市がいっていることが全部かどうか

ということについて、私たちは信用できな

いということになってくるんです。 

 ＰＦＯＡについて日本一高い濃度が検

出されたと報道がされました、南別府町の

井戸から。昨年の６月でしたか、その後も

すぐにそういうことについて、ダイキン工

業との話し合いをやっているんだという

ような報告もありませんでした。 

 それだけではありません、ダイキン工業

との会議をその報道があったということ

を受けて開いておられます。その中で、こ

れは大阪府から取りましたその会議の概

要録です。大阪府がちゃんと記述をしてお

りますが、２０２０年、令和２年６月３０

日、ダイキン工業株式会社淀川製作所内で

この会議をされておられます。それで質疑

というところで摂津市は、市としては３者

会議のことをどこにも伝えていない。どの

程度までなら言っていいものかとも共有

したい。こういうことをおっしゃっている

んです。それでその次に、ダイキン工業は

やっていると別に言ってもらってもいい

よと言ってはるんですけど、摂津市は汚染

の原因が、今回は南別府町で出た高い濃度

の井戸の汚染の状況です、汚染の原因はど

こかと聞かれたら、今は分からないと答え

ている。こういうことをおっしゃっている

んです、この会議の中で。私たちもダイキ

ン工業だということの報告を受けたのは

かなり後です。でももうちゃんと既に知っ

てはったわけですよ。 

 そのことについて、ちっとも報告がない、

排出先が分からない、こういうことを言っ

ておられた。第三者委員会をつくって、ミ

スだとか不祥事の問題で、隠蔽体質とかい

う批判も受けているわけですけど、これこ

そまさしく隠蔽だと言われても仕方がな

いのではないですか。市として今後、こう

いう問題についてどのように取り組んで

いくのか、お答えいただきたいと思います。 

 質問番号７番です。ごみ減量対策事業で、

一般廃棄物の計画です。事業所ごみのこと

をおっしゃいました。前回の計画でも事業

所のごみが大変多いんだと、いろいろ交ざ

っているんだということが結果に出てい

ました。今回もまた事業所ごみのことにつ

いて書かれています。 

 この廃棄物処理基本計画案の１３ペー

ジに、多量排出事業者の指導啓発というの

があります。多量廃棄物事業者に対して、

事業活動に伴う廃棄物の減量化を図るた

め、事業系廃棄物減量計画書の確認及び指

導啓発を実施しています。事業系ごみの減

量が進んでいない課題が見られることか

ら、多量排出事業者及びその事業者に対す

る啓発方法などを再検討する必要があり

ます。 

 これについて何かお考えになっておら

れるのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 質問番号８番です。ごみ収集処理事業で

す。７１％が民間委託されているわけでご

ざいます。この単価が大変上がっていると

思うんですけれども、業者ごとに少しずつ

違うとは思うんですが、前回の金額と今回

の金額を、５社ですか、この地域を教えて

いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 質問番号９番です。休業要請支援金市町

村負担分、半分が使わなかったら返ってき

たということだったと思うんですけれど

も、じゃあそしたらそんなに困ってなかっ

たのかなということでは決してないと思

うんです。 
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 今おっしゃっていたように、様々な書類

や何やでなかなかその申し込みまでたど

り着けなかった方々もいらっしゃると思

いますし、それで会社が大阪府でも営業所

が他県にある、これはアウトなんです。反

対に会社が他県で営業所が大阪府内にあ

る、これもアウトなんです、どっちもアウ

ト。いろんな条件が課せられて、本当は営

業もして頑張ってやっているのに、コロナ

禍が来て大変やという方々も受けられな

くて排除になってしまったというような

ことが多々あったと思うんですけれども、

その辺のことについて知っておられたら

お聞かせいただきたいと思います。 

 質問番号１０番です。労働相談地域就労

支援でございます。今いろいろと方法を考

えていきたいとおっしゃっていただきま

した。大変ありがたいなと思います。今は

女性の自殺者がふえるとか、いろんな問題

が出てきています。本来やったらきちんと

した就業ができるような、そういう方々も

どんどん排除されたりとか、一旦職を失う

と本当にころがるように次々と、しっかり

した安定した仕事に就けないんです。もう

目の前の日々のお金のために働いていく

ということになって、体力をすり減らし、

精神的にもすり減らしということになっ

ていくと思いますので、ぜひ親身な対応が

できるような体制というものを考えてい

ただけたらなと思いますので、これも要望

としておきます。 

 質問番号１１番です。創業者に対して家

賃を補助すると。最初のときはこれからス

タートする人なんだというお話でしたけ

れども、途中でコロナ禍もあってだと思い

ますが、幅を広げていただいて、創業３年

以内でしたか、広げていただいたというこ

とだったと思います。 

 ぜひ、この家賃補助というのも本当に助

かったと思われているのではないかと思

います。創業者だけではなくて、摂津市内

の事業者に家賃補助を打ち出したら、本当

に皆さんは喜びはると思うので、ぜひこの

点も取り組んでいただきたいと思います。

要望としておきます。 

 質問番号１３番です。南千里丘分室です。

前はコロナ禍の影響もありましたので、な

かなかお部屋が利用できなかったという

ところについては理解ができるところで

ございます。 

 そういうこともあって、新規の事業でこ

の部屋を活用しようということだと思う

んですけど、ビジネスサポートセンター事

業も相談者が来なければ、コンサルタント

の方がただじっと座っているだけでは開

けている意味がないということになりま

す。どれぐらいの利用者があると見込んで

おられるのか、目標というのですかをお聞

かせいただきたいと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 答弁を求めます。松方

部長。 

○松方生活環境部長 それでは増永委員

からの自衛隊名簿提供に関連しまして、通

知と法律はどちらが優先するか、それから

住基法と個人情報と条例と、どちらが優先

かということのお話であったと思います。 

 関係性をお示ししながらご答弁させて

いただきたいと思いますけども、まず今般

の閣議決定と申しますものは内閣法に基

づくもので、内閣法自身はもちろん憲法に

基づくものでございます。閣議決定につき

ましては、内閣総理大臣及び国務大臣で構

成され、内閣法制局長官も陪席して進めら

れていることでございます。 

 この閣議決定につきましては、憲法また
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は法律により内閣の意思決定が必要とさ

れる事項、また法令上、規定がない場合で

あっても、特に重要な事項について決定す

るものとうたわれております。 

 それで今般、委員がお示しいただきまし

た自衛隊法及び同施行令、解釈のこともご

ざいますけども、お示しのとおりできる規

定ということになっております。 

 本来我々は法制をやる部分につきまし

ては、ねばならないと、しなければならな

いというのは義務づけ規定と申し上げて

おります。今回、この規定につきましては、

義務づけ規定という両規定ではございま

せんけども、情報の提供に求めて応じるか

否かにつきましては、本市の個人情報保護

条例、これに照らして判断していくものと

考えております。 

 それで先ほど住基法、それから個人情報

保護条例というお話がありましたけど、本

市の個人情報保護条例につきましては、当

然ながら市が有する条例について個人情

報保護条例を規定しているものでござい

ます。したがいまして、その判断につきま

しては当然ながら住基法がございますけ

ども、市が所有している情報については個

人情報保護条例に基づいて判断していく

ものと考えております。 

 前回、代表質問の中でもお示ししました

けども、個人情報保護条例第９条の中には

法令の定めがある場合は提供することが

できるものと考えております。したがいま

して、先ほど申し上げました義務づけ規定

でない両規定によって、情報提供の求めに

応じるかどうかにつきましては、あくまで

も本市の政策的な判断、または裁量の問題

であると考えておりますので、今般の対応

に至ったということでございます。総括し

たご答弁になりますけども、よろしくお願

いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 千葉課長。 

○千葉市民課長 それでは、市民課に関わ

ります質問番号３番の、窓口の件数という

ことなんですけども、こちらにつきまして

は令和元年度の事務報告書から本庁窓口

における証明書交付状況のうち、住民票と

印鑑証明、戸籍、戸籍附票の４項目につい

ての合計なんですけども、６万９，８０２

件でございます。 

 続きまして、質問番号４番の、先ほど委

員がご質問いただいた健康保険に二重に

入っている場合とかはどうなるのかとい

うことにつきまして、申し訳ございません、

市民課では答弁はしかねます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩します。 

（午後２時４３分 休憩） 

（午後３時１４分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 千葉課長。 

○千葉市民課長 先ほどの市民課の質問

番号４番、２回目の答弁につきまして補足

訂正させていただきたいと思います。 

 健康保険組合に二重に入っている等の

事案につきまして、こちらにつきましては

関係各課と調整していきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 質問番号６番、ＰＦ

ＯＡに関係するご質問にお答えいたしま

す。 

 委員から大阪府作成の議事録のご説明

がございました。その議事録におきまして

は出席者等々に、その共通議事録という議

事録ではなく、大阪府が独自に作成された

議事録でございます。 
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 私はその当会には出席しておりました

ので、摂津市としての説明として目標値を

上回っている原因は不明でありますとい

うことを、お問い合わせがあれば説明をい

たしておりますということをお伝えいた

しました。 

 資料としてもその会議には出しており

ますが、報道による内容についてはお答え

はいたしております。お問い合わせの中で

市民の方なり、この件にお問い合わせがあ

ったときに、当時の新聞を見てみましても

化学メーカーの工場などが集まるという

文言が新聞報道にはございます。摂津市内

にそういう化学メーカーが近隣にはある

のですかというお問い合わせにつきまし

ては、当然ございますと。 

 ただ大阪府とのいろいろな連携といい

ますか、大阪府から、必ずしもここにある

化学メーカーが１００％要因であるとい

うことは、大阪府もいえないというような

レクチャーを受けていましたもので、我々

としては確実にはつかんでいないという

意味で、我々も資料では、目標値を上回っ

ている原因は不明であるという資料に基

づきまして、その会議においてご説明をい

たしました。併せて、繰り返しになります

が報道による内容しか分からないという

ことで、報道内容の関係でお問い合わせが

あれば、近隣には化学メーカーの工場が存

在するということは電話等々でお答えし

た記憶はございます。 

 それとこの間、新聞報道を受けまして、

大阪府と地元企業と摂津市の会議が２回

でしたかあったと思います。その後、その

会議で決まった内容、また大阪府がホーム

ページで掲載される内容につきましては、

当然議員の皆様にも情報提供させていた

だいております。 

 そこでホームページに公表されなくて

も、大阪府が観測地を増加されるという機

関決定をされた内容につきましても、議員

の皆様にも情報を提供いたしております

ので、我々は機会を捉えて今後とも大阪府

といろいろ情報共有を持ちながら、大阪府

が外部といいますかに情報提供してもい

いという資料におきましては、我々として

はこれまでどおり提供していきたいとは

考えております。 

一度目のご答弁の繰り返しになるか分

かりません。私も６月に初めて会議したと

きの資料の中で、平成２１年からという資

料がございましたので、その地元企業の方

へお問い合わせをさせていただき、市に報

告しておったということで、当時の本市職

員がほとんど残っておりませんので、なか

なか確認のしようがございませんが、地元

企業がおっしゃることは確かであろうと

は思っております。 

 ですから我々は今年度に入りまして、く

み上げにおける許可申請を正式に出して

いただき、正式に我々もくみ上げを許可す

ることで、毎年そのくみ上げ量について正

式に条例に基づく報告を提出していただ

くことを課せることができますので、今後

については毎年くみ上げ量についてはご

報告いただけるというような状況になっ

ております。 

○渡辺慎吾委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、質問番

号７番、事業系ごみの多量排出者に対する

啓発のお問いでございます。 

 令和元年度の実績でございますが、２６

の事業者から減量計画の提出を頂いてお

ります。啓発につきましては、減量化の手

引の配付等を行っているところでござい

ますが、取り組みが形骸化しているところ
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が否めないと考えております。他市の取り

組み等を今後は参考に、必要な見直しをし

てまいりたいと考えております。 

 また多量排出者以外につきましては、本

市は卸売だとか小売業など多くの事業所

が集積しておりますので、多量排出者以外

の事業者に対しましても、ごみ減量化に向

けた啓発の充実を図ってまいりたいと考

えております。 

 続きまして、質問番号８番、ごみ収集委

託に係ります、前回と今回の契約の額につ

いてのお問いでございます。 

 可燃、不燃のごみの委託料の、前回との

差でございます。１区から５区ございます。

１区につきましては、前回、１世帯当たり

ですが１か月６０８円です。今回は６３８

円。２区でございますが、前回は６０４円、

今回が６４０円。３区が前回は６１０円、

今回は６４０円。４区が前回６０７円、今

回６４０円。第５区が前回６０８円、今回

６４８円と。平均となりますが、月額で３

４円ほど金額が上昇となっております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは産業振

興課に係ります２点のご質問についてお

答えさせていただきます。 

 質問番号９番で、休業要請支援金以外の、

本社が例えば府外にあるケースというこ

となんですが、大阪府がその休業要請支援

金の後に、大阪府独自で大阪府休業要請外

支援金という制度をつくっております。 

 それで府外に本社があって、府内に事業

所があるケースなども対象にしておりま

して、例えば１事業所だけでしたら、中小

企業の法人の場合は５０万円、複数ある場

合は１００万円とか、個人事業主でしたら

１事業所の場合２５万円、複数ある場合で

したら５０万円というような形で、府独自

で制度を作成されて、この市と府の休業要

請の支援金で対象外になっているケース

に関しては、一定を府として独自でされた

と聞いております。ただ摂津市内の事業所

がどれぐらい申し込まれたかというのは、

府独自制度でございますので把握はいた

しておりません。 

 続きまして、質問番号１３番で、ビジネ

スサポートセンターの相談の目標でござ

いますが、目標に関しましてはまず新規の

ケースを１５件、目標にしております。三、

四か月に１度、もう少し本来でしたらスパ

ンは短いんじゃないかなと思っておるん

ですけど、目標としては三、四か月に１回、

継続的な相談が来られるという想定で３

５件。まずは初年度に関しては５０件を目

標にしております。 

 新規の相談がふえることで継続的な相

談もふえますので、また来年度などは継続

して、こういう新規の方が継続になります

ので、徐々に信頼がふえていくことで相談

がふえていくのではないかと考えておる

状況でございます。まずは今年度に関しま

しては目標を５０という形でやっていけ

たらなと考えておる状況です。 

 それで時間的なところが空くのではな

いかということでございますが、そこのと

ころに関しましては、例えばこのビジネス

サポートセンターのホームページをつく

っていただくなり、あと事業所間の現状を

確認していただくなりということで、相談

がなくて何もしてないというような状況

はつくっていただかないような、促しなど

もしていけたらなと今のところ考えてお

る状況でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 増永委員。 
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○増永和起委員 それでは、３回目の質問

をさせていただきます。住民基本台帳法の

問題です。摂津市は法よりも条例の方が上

だというようなお話も、大変びっくりしま

した。しかしこの問題を長くやっていく時

間もないと思いますので、また別のときに

議論したいと思います。 

 除外申請のことについてお伺いします。

代表質問のときに除外申請は考えていな

いというご答弁をいただいておりますけ

れども、市民には申請権があります。市民

が除外申請を提出に来たら、それを受け取

り審議し、決定を提出者に文書で通知する

のか、決定は行政処分になると思いますが、

不服の場合は不服審査請求の対象になる

のか、このことについてお答えください。 

 続きまして、質問番号４番です。個人番

号カードの問題です。保険証が社会保険と

国保に両方入ってしまっているという方

は結構あるんです。国保年金課はいろいろ

そういうことで困っているところです。反

対にどっちにも入ってないという人もお

られます。 

 今すぐにそのことについて答えが返っ

てこなかった。国保年金課に聞いても、私

たちも分かりませんと言ってはったんで

すけど、今はそういう状態だということな

んです、要するに。 

 もう保険証代わりにマイナンバーカー

ドは使えますといって政府は宣伝してい

ますけど、具体的なことをいえば、そうい

うときはどうなるのかというのが役所の

皆さんでさえ分からない。まだまだその運

用をしていく中で、たくさんの混乱が起き

てくるんじゃないかと思います。マイナン

バーカードをどんどんと普及させる、持た

せるということに必死になるあまり、制度

の設計がきちんとなされていないという

ことが言えるのではないかなと思います。 

 システムの開発ということでも非常に

躍起になっておりますけれども、その中で

政府の審議会がありますが、そこに参加し

ている企業、これがシステム契約のほとん

どを請け負っていると、そういう利権の問

題なども指摘されているところでござい

ます。 

 そういう中で、マイナンバーカードにど

んどんと押し流すというようなことはな

いように、マイナンバーカード保有は何回

も言いますけども強制ではないというこ

とについて、きちんと認識していただいて、

市民の方にもきちんとそれをお伝えいた

だきたいと思います。 

 今回の保険証だけではなくて、運転免許

証の代わりであるとか、在留カードのひも

づけをするとか、いろんなことを今政府が

いっていますけれども、市民一人一人に対

して、やはりこれは強制ではないんだとい

うことをちゃんと伝えていただきたいな

と思います。情報の管理も万全を期すよう

に要望しておきたいと思います。 

 この問題についてはこれで終わります。 

 次に、質問番号６番です。ＰＦＯＡの関

連で、地下水をくみ上げていたということ

について、以前から摂津市が分かっていた

ということは間違いないと思います。 

 報告を受けていたのに許可ということ

もしなかった。そして議会にも説明も何も

なかったし、市民にももちろんありません。

それで本当に最近になってようやくそう

いうことが分かってきたわけですけど、片

一方でＪＲの地下水くみ上げ問題では、市

と議会と一体となって地盤沈下が起きて

はいけないということで力を合わせてや

ってきた裏で、こういうことが行われてい

たということに対しては、本当に抗議した
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いと思っております。 

 今後はこういうことがないように、しっ

かりと情報を議会にも市民にも出してい

ただいて、このＰＦＯＡの問題でも市民の

安全・安心、これを摂津市が守り切る、こ

ういう立場に立って取り組んでいただき

たいと思います。これは要望にしておきま

す。 

 質問番号７番です。ごみ減量対策事業、

一般廃棄物処理計画の問題で、事業所ごみ

についての取り組みをこれからさらに考

えていくというようなお話でございまし

た。 

 この廃棄物処理計画案に、使う責任、捨

てる責任ということで書いてあるんです

けれども、確かに使う責任も捨てる責任も

もちろんあって、でもつくる責任というの

もあると思うんです。やはり製品をつくる

段階から環境に対して最終的な廃棄物と

なっていかないような、そういう自然と共

存ができる商品をつくっていく、開発する。

そういうことも大切なことだと思うんで

す。 

 もちろんこれが廃棄物の計画の中だけ

で収まる話ではないと思いますし、環境業

務の中だけの仕事でいけるということで

もないと思うので、ここのところはやはり、

今は気候危機と言われるところですので、

全庁的にしっかりといろいろ議論して、ど

んなことができるのか、取り組んでいって

いただきたいなと思います。 

 それで政府はごみ減量のために、ごみ袋

を有料化というようなことも何か考えて

いるようですけれども、先行してやってい

っている自治体などを見ますと、やはりそ

れは家の中にごみをためるというだけで、

排出することができずに、おうちの中がご

みだらけというようなことが、特に低所得

者の方とか高齢者の方などの中でなって

いて、本当に困っているんだというような

お話もよく聞きますので、安易にそういう

ことはしないようにということも申し上

げて、この質問も要望とさせていただきま

す。終わります。 

 質問番号８番です。ごみ収集処理事業の

問題です。この今の単価は消費税が含まれ

ていない単価です。ということは、消費税

の増税が値上げの原因ではないというこ

とで、値上げの原因というのは一体どうい

うことなんだろうかというのが気になり

ます。 

 契約単価、例えば第１区は現行そのとき

の単価が５８６円だったのが、現在の単価

は６０８円に上がりました。さらに今回、

６３８円に上がっていくということです。

どんどんと値上がりをしていっている。し

かもこれは単価ですから、先ほどおっしゃ

ったように委託地域が広がり世帯が大き

くなるということは、業務委託料がそれだ

けふえていくという、こういうことになり

ます。本当にこれは職員を削減して、そん

なにどんどんと委託をふやして、これが行

政の改革として本当に経費の効果になっ

ているんだろうかと疑問に思うところな

んですけど、どうしてこれがこんなに値上

がりをしていっているのか。 

今回の値上げについてのご説明をぜひ

していただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 次に、質問番号９番です。休業要請支援

金、市町村負担金が返ってきましたよとい

うお話です。今おっしゃったように使えな

かったところがあって、大阪府もすごくい

っぱい皆から言われて、この要請じゃない

要請外の支援金というのをその後につく

ったというようなことです。行き渡った支
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援金じゃないということは、認識が一緒に

なったのかなと思います。 

 摂津市はこのお金を１回用意したわけ

ですけれども、使わなかったということに

なりますので、ぜひこのお金も使って、来

年度の補正で結構ですので、新たな中小業

者への支援策を考えていただきたいと思

いますのでよろしくお願いします。要望と

しておきます。 

 質問番号１３番、南千里丘分室管理事業

です。目標も立てておられるということで、

頑張っていただきたいなと思うんですけ

れども、せっかくのお部屋です、管理費も

結構かかっているお部屋です。もっとやは

りたくさんの活用を、特にせっかくですか

ら商工業の活性につながるような活用で

す。商工業に関する個人や団体への貸室、

最初はそういうこともやるということで、

私たちも見学もさせていただきました。ぜ

ひそのことについて一歩足を踏み出すと。 

 今はいろいろネットで申し込まないと

いけないとか、そういうことにもなってお

ります。一人で家で、そんなのはないしで

きへんわというような方が、何人かでグル

ープででもやりましょうというようなと

きに、お部屋を貸しますよとか、いろんな

方法があると思うんです。ぜひ活用してい

ただきたいなと思います。 

 ３回目は以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ３点ですね、答弁は。 

 松方部長。 

○松方生活環境部長 それでは、除外申請

の件につきましてご答弁申し上げます。 

 まず、本市の個人情報保護条例につきま

しては、利用停止の請求というのは条例上

うたわれております。しかしながら、それ

は第９条第１項第２号、いわゆる法令等の

定めがあるとき、こういったものに違反し

ているときについては利用停止の請求が

できるものとうたわれております。 

 それで本件につきましては法定受託事

務の上で協力、対応していくものでござい

ますので、除外申請については、この件に

ついては当たらないのかなと考えており

ます。 

 それで併せて、前回の１１月の本委員会

の中でも除外申請のお話をいただきまし

て、除外申請のことについては７市２町に

ついて調査をさせていただいて、実際にど

んなやり方をされているのか、それから申

請書の様式はどうであるのかということ

は調査はさせていただいて、その中で私が

ご答弁させていただいてるのは、可否も含

めてやらせていただくというか、判断させ

ていただきますというご答弁をしている

と思いますので、それを踏まえてその後、

こういった閣議決定が出たということで、

今の状態の協力依頼に対して対応してい

くということでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは、質問番

号８番、３回目のご質問でございます。 

 前回からの値上げの要因というお問い

でございます。前回の契約につきましては、

平成２８年度、要は５年前に契約させてい

ただいた単価でございます。この間、人件

費また、収集車両に係る費用の上昇です。

こういったところが値上がりの要因では

ないかと考えております。 

 当然ながら今回は委託の拡大もさせて

いただいておりますので、走っていただく

距離も延びてきますので、そういった走行

に係る費用というところも影響があると

いうことで、今回の単価になったものと考

えております。 
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○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 産業振興課に係

りますご質問についてお答えさせていた

だきます。 

 南千里丘分室の産業支援ルームは貸し

出しが個人にできるかというご質問でご

ざいますが、現在は団体等に貸し出しをさ

せていただいたりとかいう状況でござい

ます。 

 それで主に、おっしゃるように商業者の

方に貸し出しするのが本来でございます。

なかなか実際に貸すに当たって、広さとか

いろんなご不便があるようで、借りていた

だく機会というのがあまりございません。

それで会議室等に関してご利用いただく

ということも以前からの経過であったと

は聞いておるんですけれど、なかなか個人

にお貸ししているという状況ではござい

ませんので、今のところすぐに、それなら

来年度からということは難しいのではな

いかなと思っております。 

 それで当事業は今回、令和２年度はなか

なかできませんでしたが、いろんな事業で

研修等も実際に行っておりますので、そう

いう状況の中で利用は上がってきている

かと思いますので、その中でもなかなか難

しいことが続くようでしたら、どういう形

で貸し出しができるのかということは今

後の課題として認識していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、これで最後に

します。全部要望です。 

 除外申請についてですけれども、利用停

止ということがあるのでというようなこ

とで、当たらないというお話でございまし

た。 

 私が聞いているのは、除外申請をしたい

といって持ってこられた市民の方がいら

っしゃったら、それを受け取って、その上

でそれに対してきちんと、今おっしゃった

ような内容がお答えになるのかもしれま

せんけれども、こういう理由でできません

ということをきちんと文書で返していた

だいて、それで不服審査請求をしたいのな

らできるようにして、次の手続きに、ステ

ップを踏めるような、そういう形を取って

ほしいということです。はなから持ってき

たものを窓口で受け取らないという形で

はなくて、行政としてそれに対応してきち

んと、駄目なら駄目の結果を出す。その駄

目と行政がいったことについて本当にそ

れが正しいのかというのは、それは次の機

関が審査をすると思いますので、そういう

ことをきちんとしていただきたいなとい

うことでございますので、これは要望とい

たします。 

 ごみ収集処理の問題です。単価が上がっ

てきてますというのは、時代が変わって来

てますから分からないことはありません。

人件費が上がってきている、そのとおりで

ございます。 

そういう中で民間委託をどんどん広げ

ていくことが行政としていいのかという

ことに、もう一回立ち止まって考えないと

いけないのではないかと。民間に委託すれ

ば安く済むというような時代ではもうな

くなってきているということだと思うん

です。 

 現業職不補充ということについて、改め

て立ち止まってしっかり考えるというこ

とを再度お願いしたいと思います。要望と

いたします。 

 南千里丘分室の問題です。今後はそうい

うこともできるのかどうなのか、考えてみ
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たいというようなことも言っていただき

ましたので、ぜひ１回原点に立ち返って、

そういうことができないか考えていただ

きたいなとも思います。せっかく市がつく

ったお部屋ですので、利用が広がるという

ことはいいことだと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上で、私の質問を全て終了いたします。 

○渡辺慎吾委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 すみません、少し答

弁の修正をさせていただきたいというの

がございます。申し訳ございません。 

 地元企業の水のくみ上げ、地下水のくみ

上げを平成２１年とご説明いたしました

が、資料をすみません、もう少し詳しく見

てみますと、平成２１年に処理施設の更新

高度化ということが書いておりますので、

資料を遡って見ますと、平成１２年に地下

水の監視をされて、平成１６年に処理を開

始されているという資料になっておりま

すので、平成２１年については修正させて

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 それで私自身その確認が、当時の市の職

員がもう退職等々をされておられますの

で、なかなか市としての状況は確認が取れ

ていないというのは事実でございますの

で、地元企業がそう市に報告したというこ

とのご説明を受けておりますので、そのこ

とは確かであろうという認識はいたして

おります。すみません、よろしくお願いい

たします。 

○渡辺慎吾委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、質疑もかなり進

行しておりますので、私からは全て要望と

させていただきます。 

 まず自治振興課に関するところでござ

いますけども、現在、新型コロナウイルス

感染症のワクチン接種の準備を行政とし

ても全力で進められていることと思いま

す。 

 先日の本会議でも保健福祉部の理事か

ら、接種会場についてはある程度のお示し

があったと思いますけれども、主に教育委

員会が所管する施設が多かったのではな

いかなと思います。今後、ワクチンの入手

状況であるとか、ワクチンのメーカーによ

って接種の体系が変化する可能性もあり

ます。そういう意味では自治振興課及び文

化スポーツ課で所管しているところで、従

来の利用者にご迷惑がかからないように、

またワクチン接種が潤滑に進むようにご

配慮をお願いしたいということを要望し

ます。 

 続いて市民課でございますけども、マイ

ナンバーについての論議も先ほどから

様々ありました。 

 最近は国から、まだマイナンバーを申請

していない方に再度通知が行ったことも

あって、日曜開庁も含めて連日たくさんの

方が１階のロビーにいらっしゃいます。場

合によったら朝来られた方がまだ昼過ぎ

でもいてたりとか、そういう混雑の状況も

ありまして、コロナ禍での密のこともある

んですけども、長い間待っていただかない

といけないという思いもあって、今後はど

うしていくか、いろいろお考えはあると思

うんですけども、例えばらくらく申請とい

うことで分散して、過去に開催されたこと

もあると思うんですけど、一つは分散です。 

 あともう一つは予約制ということで、例

えるなら回転ずしに行きますと、直接お店

に来られる方とネットで予約される方と、

二つの系統の方が来られるわけです。その

辺は異業種とか他市の状況も検討してい

ただいて、できるだけ密にならずに待ち時
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間が少なくできるようなご配慮をお願い

したいと思います。 

 あと斎場の件なんですけども、これは物

理的に難しいところはあると思うんです

が、斎場のスペースが非常に狭いのでどう

かなと思うんですけど、最近はご高齢の方

が斎場に行かれることもありまして、椅子

も置いてほしいなと思うんですけども、そ

の辺はどうしたらいいか、また考えていた

だきたいなと。あるのかも分かりませんけ

ど、お願いしたいと思います。 

 続いて、文化スポーツ課ですけども、今

回は東京オリンピック・パラリンピックに

関連しまして、間もなく桑田氏も来られま

すけども、これに参加できる方、申込数と

いうのは限度がありまして、本来はたくさ

んの人に参加していただきたいというの

が目標でもあると思うんですけど、それが

できない場合はどうするかという話なん

ですけども、先ほどからキーワードは子ど

もであるという話も出ております。 

 そういう意味で、例えば小・中学生はも

うタブレットも行き渡ってますので、著作

権とか事務所との交渉の内容もあると思

うんですけども、できましたらダイジェス

トにして、その教室の模様等を多くの小・

中学生に見ていただけるように、教育委員

会の担当とも話していただいて、ＹｏｕＴ

ｕｂｅというよりも限られた人しかアク

セスできないメディアでもいいと思うん

ですけど、本来の子どもに夢を持ってとい

う目標につなげていただけたらと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 次に、産業振興課の件ですけども、まず

は農業委員会で先ほど来、市民農園の話が

出ておりました。生産緑地が市民農園とし

て活用できるというのは非常にいい話か

なと思いました。 

 市民の方から貸農園を利用するにはど

うしたらいいんですかという質問があっ

たときに、現状では主に自治会であるとか

様々な団体を通じてしか利用できないと

いう状況ではなかったかと思います。そう

いう意味で、市でなかなかその辺をコント

ロールするのが難しいようであれば、そう

いう事業者もありますしノウハウもある

と思うので、現実は需要と供給のバランス

の問題もあろうかと思うんですけれども、

市民が望めば利用できるような、そういう

体制を望みたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それと今年もスクラッチカードの運営

を準備してくださっているとお聞きして

います。ただスクラッチカードの枚数に限

りがあって、店舗によっては１店単価も１

客単価も違うということで、すぐなくって

しまうお店もあれば、そうでもないお店も

あったりして、ものすごくある意味で格差

もあります。そういう意味で紙製のスクラ

ッチカードとともに、例えばスマホを持っ

ておられる方、あるいはオンラインでくじ

が引けるような、そういう併用というか、

その辺も今年間に合うようであればまた

検討していただいて、より多くの人に来店

の頻度を上げるような取り組みとしてい

ただけたらなと思います。 

 次に、ビジネスマッチングの件ですけれ

ども、先ほど来、質問もありましたけども、

オンラインを通じて対話をしたりとか、会

場で集まってもらったりとか、そういう機

会を今まで推進してこられたと思うんで

すけども、せっかくですのでＢｔｏＢです、

こういうのを作ってほしいという会社の

要望があり、またこういうのを買いたいと

いう買う側の要望があるわけですけども、

例えば車でいうと、中古車をウェブ上で探
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す場合に、年式はどうだとかメーカーはど

うだとか、そういうカテゴリーを設定して

検索していくわけですけど、市内の事業者

がよりマッチングできるように、例えばこ

ういうねじがうちは作れますとか、こうい

うねじが私は欲しいんですという、そうい

うウェブ上でマッチングができるような

仕組みをまた商工会とともにつくってい

ただいて、両方が喜んでもらえるような取

り組みに進めていただきたいと思います。 

 次に、環境業務課なんですけども、茨木

市との橋脚工事です。来年度は進めていく

と思うんですけども、その動線に当たる道

路がいろいろあると思います。毎日パッカ

ー車が今後、今まで走っていなかったとこ

ろをどんどん走っていくわけです。そうい

う意味でその辺の環境であるとか、あるい

は道路の舗装とか、もう一回確認していた

だいて、整備すべきところも併せて検討し

ていただきたいと思います。 

 最後になりますけども、ごみステーショ

ンの総点検を一度していただけないかな

と思います。先日ごみステーションに、燃

えるごみは月曜日と何曜日ですよとか、そ

ういうパネルというか案内板があるんで

すけど、それがなくなってしまってつけ直

してほしいという要望がありました。そう

いう意味で市内にはたくさんあると思う

んですけど、総点検をしていただきたいと

思います。 

 それで資源ごみの回収用のコンテナも

ございますけども、高齢になってきて大き

なコンテナを出し入れしたり、指を挟んで

しまったりとか、そういう現実の問題もあ

ります。軽量のコンテナも準備していただ

いているようなので、その辺も含めてよろ

しくお願いします。 

 以上、要望です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず１番目、自治振興課です。予算概要

２８ページになります。コミュニティセン

ター管理事業の基本構想について、令和２

年度のコミュニティ施設に関する基礎調

査では、別府地域と味生地域にアンケート

を実施されたということでした。この地域

でのアンケートを対象とされたことにつ

いて教えていただきたいと思います。 

 ２番目ですが、文化スポーツ課に係る内

容です。予算概要２６ページになりますこ

ども展覧会開催事業、３０万４，０００円

についてです。今年は新型コロナウイルス

感染症の影響によりまして、いろいろなイ

ベントが中止となりました。こども展覧会

は広い会場に変更するなどして開催して

いただいたと聞いております。来年度にお

きましては新たな取り組みを何か考えら

れているのか、お聞きしたいと思います。 

 次に、３番目です。これも文化スポーツ

課に係る文化事業全体の質問とさせてい

ただきたいと思うんですが、障害のある方

との交流を広げていただきたいと、私は今

まで要望させていただいておりましたけ

れども、今スポーツにおいてはボッチャの

セットを購入していただいたり、体験会の

実施など障害のある方と一緒に取り組め

るボッチャの普及にも努めていただいて

おります。 

 令和３年度も東京オリンピック・パラリ

ンピック記念事業として、ボッチャ体験会

の実施なども計画していただいておりま

すが、文化芸術の面で、障害のある方も一

緒に取り組める内容として何か考えてお

られるのか、お聞かせいただきたいと思い
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ます。 

 ４番目、予算概要４２ページです。体育

施設維持管理事業についてです。味舌地区

の建設工事ですが、昨年、青少年運動広場

の改修工事をされておりました。こういっ

た工事の経験を生かした工夫といったこ

とをされているかどうか、その辺について

お聞きしたいと思います。 

 ５番目です。文化スポーツ課です。予算

概要４２ページの体育施設管理事業につ

いてですけれども、この管理委託料８，１

００万円の予算計上があります。来年度に

おいてはＳＳＫの指定管理が始まって３

年目を迎えるということで、何か新たな取

り組みをする予定があるのかお聞きした

いと思います。 

 ６番目、環境政策課です。概要の７０ペ

ージ、温暖化対策についてでありますが、

環境家計簿にＬＩＮＥを活用されるとい

ったことで、代表質問のときにもお聞きい

たしました。環境家計簿の参加者は今何人

ぐらいいらっしゃって、参加をふやすため

の工夫というのはどういうようなことの

内容になるのか、お聞きしたいと思います。 

 環境業務課です、７番目。概要の７２ペ

ージ、ごみ減量啓発事業についてですけれ

ども、来年度も引き続きフードドライブと

か食品ロスについて協力されるというこ

とです。市民団体とどのように関わってい

かれるのか、市としてどんな内容にしてい

こうと考えておられるのか、その点につい

てお聞きしたいと思っております。 

 ８番目、産業振興課です。これは令和２

年の補正予算の６ページ、繰越明許費の中

にありますテイクアウト・デリバリー導入

の支援事業について、この内容についてお

聞きしたいと思います。 

 ９番目、これも同じく補正予算の５２ペ

ージ、商品券交付金の内容に２，０００万

円の減額がありました。これは私も公明党

が新型コロナウイルス感染症対策の要望

を市長に出させていただいたときに、この

商品券の活用ということを提案させてい

ただきました。この子育て応援商品券だっ

たと思いますので、この辺の実態、状態を

お聞きしたいと思います。 

 １０番目です。これも補正予算の５２ペ

ージで、新型コロナウイルス感染症対策小

規模事業者等激励金、これも減額２，９９

６万７，０００円ございます。これも公明

党として市長に要望させていただいた事

業でございました。実施状態についてお聞

きしたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○渡辺慎吾委員長 丹羽参事。 

○丹羽生活環境部参事 １番の質問につ

いてお答えさせていただきます。 

 予算概要２８ページ、別府コミュニティ

センター管理事業。コミュニティセンター

基本構想策定委託料に関連したご質問で

ございます。 

 令和２年度にコミュニティ施設に関す

る基礎調査のアンケートの対象地域につ

きまして、別府地域と味生地域を選定した

理由でございますが、別府地域には平成２

８年度に開設した別府コミュニティセン

ターがあり、コミュニティセンターに関す

るご意見をお聞きするには最適な地域で

あると考え選定させていただきました。 

 また味生地域の活性化に向けたコミュ

ニティセンター基本構想を策定すること

から、味生地域を対象地域とさせていただ

いたところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化
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スポーツ課に係ります４点のご質問にお

答えいたします。 

 まず質問番号２番、こども展覧会につい

てですけれども、委員におっしゃっていた

だきましたように、今年度は例年コンベン

ションホールで同日開催しております摂

津市美術展が、新型コロナウイルス感染症

の関係で中止となったことから、例年どお

りの会議室よりも広く、密を避けることが

できるコンベンションホールにて開催い

たしました。 

 来年度に関しましては、改めて市美術展

と同日開催でイベントを実施し、共に盛り

上げていきたいと考えております。併せて

来年度における新たな取り組みといたし

まして、市内の大学と協力し、学生ならで

はの若い意見や視点を取り入れて、展示方

法であったり、こども体験一日教室、表彰

を工夫するなど、学生目線だからこその魅

力を出せるよう模索してまいります。 

 続きまして、質問番号３番、文化芸術全

体の面で、障害のある方への取り組みにつ

いてということですけれども、予算概要２

６ページにあります、こども展覧会開催事

業、あと美術展開催事業などは、特にその

コーナーをつくっているわけではありま

せんが、障害のある方も参加されておられ

ます。 

 また来年度は東京パラリンピックの聖

火として、大阪府では各市町村から火を堺

市の大阪府立障がい者交流促進センター

に集めて、大阪府の火として東京都に運ぶ

という企画をされています。 

 そこで本市におきましては、採火式とい

ったものをふれあいの里で開催し、ふれあ

いの里にある工芸用の窯から取った火を

摂津市の火として、市職員が堺市にあるこ

の大阪府立障がい者交流促進センターに

運ぶという企画を考えており、またその際

にふれあいの里で活動されている障害の

ある方が、その窯で焼き上げた陶器を利用

して、輸送用のランタンに採火するという

ことを考えております。 

 続きまして、質問番号４番、青少年運動

広場での改修工事の経験を生かした体育

館の建設工事についてですけれども、青少

年運動広場の工事におきましては、工事期

間中に工事の方法についての苦情がござ

いました。 

 直接お伺いしてご理解いただきました

が、この味舌地区の体育館建設の工事にお

きましては、青少年運動広場の改修工事の

ときと同様に、地元の自治会に対して適宜

相談、連絡をしております。また近隣の学

校施設にもお伺いし、工事車両について、

あるいは騒音についてなど事前に連絡す

るようにしております。市だけではなくて、

工事の管理会社、施工会社も一体となって

対応しております。また現場にデジタルサ

イネージを設置しておりまして、そこで騒

音とか振動の状況、あるいは工事の工程な

ど、誰でも見えるようにしております。 

 現在、毎週１回現地にて定例の打ち合わ

せを行っておりまして、特段苦情というの

は聞いておりませんけれども、引き続き必

要なことはしっかりと説明して、安全に工

事を進めてまいります。 

 続きまして、質問番号５番、指定管理に

ついてということですけども、来年度につ

きましては新たな取り組みといたしまし

て、産前産後のヨガ教室というのを開く方

向で進めております。 

 妊娠中は出産への恐怖心、あるいは赤ち

ゃんが生まれた後の生活への不安など、気

持ちがとても不安定になると聞きます。産

後は体力の低下に加え、骨盤のゆがみとか
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ホルモンバランスの乱れとか、様々な症状

が現れると。さらに心も体も変化すると。

体を動かしたほうがいいことは分かって

いても、なかなかその機会が見つからない、

そういったことを踏まえまして、出産育児

課とも連携を取りながら進めていければ

と考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 山本課長。 

○山本環境政策課長 質問番号６番、環境

家計簿に関するご質問でございます。まず

実績についてご報告させていただきます。 

 令和２年度は集計中でございますが、取

り組み世帯として４２７世帯を見込んで

おります。市民の方々の世帯として２０２

世帯、職員の世帯として２２５世帯、令和

元年度も４６３世帯、平成３０年度４６１

世帯、平成２９年は４３１世帯ということ

で、ここ数年は４００世帯代で推移をして

いるというような状況でございます。 

 募集に当たりましては、チラシを作成し

たり、ホームページなり広報誌、またエコ

リーダー等々からの口コミ等々で募集を

かけているというような状況でございま

したが、若い方がなかなかご参加いただけ

てないという状況もございますので、令和

３年度は市のＬＩＮＥを活用いたしまし

て、市として環境家計簿のご案内をさせて

いただきたいと思っております。 

 その際に市のホームページのＵＲＬを

添付いたしまして、興味のある方がＵＲＬ

で市のホームページをご覧いただけると

いうようなことを予定いたしております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 安田部参事。 

○安田生活環境部参事 それでは質問番

号７番、ごみ減量啓発事業での食品ロスの

削減に向けた市民団体との関わりや内容

についてのご質問でございます。 

 食品ロスの削減につきましては、令和元

年に食品ロスの削減の推進に関する法律

が施行されまして、広く国民の間に理解と

関心を深めるため、１０月を食品ロス削減

月間と位置づけるとともに、国や地方公共

団体によるフードバンク活動の支援、こう

いったところが規定されたところでござ

います。 

 本市におきましては、令和３年度は市民

団体とフードドライブを実施させていた

だくとともに、食品ロス削減月間において

パネル展を開催する予定としております。 

 関わりとしてはまだまだ手探りの状況

ではございますが、イベント開催の広報、

また食べきり運動ののぼりや食品ロス削

減国民運動のロゴマークであります、ろす

のんを使った横断幕を作製しており、そう

いったものや啓発チラシの提供をさせて

いただいており、今後の活動においても必

要な支援は図ってまいりたいと考えてお

ります。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係ります３点のご質問についてお

答えさせていただきます。 

 質問番号８番、テイクアウトとデリバリ

ーの導入支援補助金に関しまして、繰り越

しをさせていただいておるんですけど、そ

の事業の内容についてのご質問かと思い

ます。 

 今回はこの令和２年４月１日から今年

度、令和３年３月３１日までの間に、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けて、市

内飲食事業者の方がテイクアウト、デリバ

リーサービスを開始され、拡充した場合の

費用の負担の２分の１、上限５万円を助成

させていただくという制度でございます。 
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 繰り越しに当たりまして、この事業の必

要性が飲食店へ、なかなか店内で食べてい

くというのがいまだに難しい現状もござ

いますので、繰り越しをさせていただいて

おります。 

 その繰り越しの援助の中身なんですけ

れども、補正を上げさせていただくタイミ

ングで予算が想定としては１７０者、５万

円で８５０万円のうち、利用の実績がござ

いました２９件の予算執行を除きまして、

７１９万２，０００円を想定しております。 

 さらに周知チラシを検討しておりまし

て、１０３万４，０００円、それを全戸配

付の予算として４９万５，０００円、この

分が繰り越しの内容になっておる状況で

ございます。 

 引き続きまして、この商品券交付金に関

しまして今回は減額になっているという

状況でございます。試算は子育て支援課、

子どもの所管でそれについてはしていた

だいておるんですけれども、その聞いてい

る内容では商品券の支給対象者、令和２年

の６月分の児童手当、本則給付の受給者と

いうことなんですが、市内に在住の公務員

の方は事業所、その会社に出されるという

ことでなかなか把握できないので、想定よ

りも多い人数を予算として計上させてい

ただいてたということを聞いております。 

 市内事業所ですが、１９９の事業所、周

辺の一部市外は入っておりますが、事業所

が今回、セッピィ子育て応援商品券に登録

いただいて、事業を令和２年９月１日から

令和３年先月まで、つまり２月２８日まで

実施しております。今ちょうど最後の支払

いをさせていただいておるというような

状況でございます。 

 利用を実施しておりますが、ほぼ商品券

は出ている数は分かりますので、こういう

形で減額させていただいたという状況で

ございます。 

 引き続きまして、質問番号１０番、新型

コロナウイルス感染症対策と小規模事業

者等激励金に関しまして、もう終了してそ

の実態でございますが、この激励金に関し

ましては、市内の小規模の事業所や飲食店、

小売りなどの事業者に関して、１事業所当

たり１０万円を支給する制度で、その時期

といたしましては令和２年４月２３日か

ら６月３０日ということで、前回の緊急事

態宣言の時期になっております。 

 飲食店を中心にして落ち込みが激しか

った事業所を対象にさせていただいてお

りまして、非常に事業所の方にとっては評

価が高い、助かったというようなお声を聞

いておる状況でございます。 

 申請の件数でございますが、飲食店が２

６９件、小売業が２８５件、その他といた

しましては、例えばクリーニングとか理美

容関係、浴場関係、旅行業の方などもあり

まして、その他１４７件、合計７０１件の

給付をさせていただいておる状況でござ

います。それで既に６月３０日で締め切ら

せていただいて執行も終わっております

ので、その残額を減額させていただいたと

いう状況でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、２回目をさせ

ていただきます。 

 自治振興課です。１番目、コミュニティ

施設に関する基礎調査ということであり

ました。今後のコミュニティ施設に関する

ニーズの把握や、コミュニティ施設の分析

等を行いながら、今後のコミュニティ施設

整備に係る基本的な考え方というものを

整理されるものだと思います。 
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 ただどういう大きさのもので、どんな場

所になるのかまではこれからだというお

話だったと思うんですけれども、南摂津駅

前のエリアにも今回の調査をされてもよ

かったのではないかなというのが私の考

えでした。それで今回はこのエリアを選ば

れた理由というのを聞いたわけですけれ

ども、その点についてもう一度お聞きした

いと思います。 

 それから文化スポーツ課についてです。

文化スポーツ課のこども展覧会の事業に

ついてですけれども、こども展覧会の開催

事業については、絵画や工作といった子ど

もたちの手によるいろいろな作品が展示

されております。想像力豊かなとてもかわ

いらしい作品であったり、本当に力強い立

派な作品であったり、どの作品も子どもた

ちの創り出す文化というものを感じられ、

本当に将来が楽しみな、そういった作品も

ございます。 

 来年度は大学生との連携をしていくと

いったことで、どんどんと若い人たちの発

想というんですか、そういった意見を取り

入れながら、子どもの展覧会の発展をさせ

ていただきたいと思いますので、要望とさ

せていただきます。 

 ３番目でありますけれども、障害のある

方への文化芸術の面での取り組みについ

てお聞きいたしました。 

 パラリンピックの聖火にふれあいの里

での活動が生かされるということで、とて

もいい企画だと思います。障害のある方と

健常者が共に活動できる場、触れ合いの場

を広げることは、これからもどんどんと進

めていただきたいと願っているところで

す。 

 毎年２月に行われております、ひびきは

ばたき園、障害者総合相談支援センター、

みきの路の利用者の方による作品展、つく

っ展というのが行われております。様々な

障害を持っておられる方たちの陶芸や絵

画、墨絵、手作りの作品がいっぱいに並べ

られて、それぞれに作品の作者の顔ととも

にコメントが添えられております。 

 障害のある方の作品を見る機会という

のはなかなかないと思ったりもしますの

で、こういった本当に頑張っている一人一

人の作品を通して感動というのを味わっ

ていただきたいなと思います。障害福祉課

とともに連携しながら、こういった障害の

ある方との一体となる事業の展開をこれ

からも期待しておりますので、ぜひよろし

くお願いいたします。要望といたします。 

 ４番目です。予算概要４２ページの体育

施設維持管理事業についてですけれども、

味舌地区の体育館、今建設中については、

地元の自治会の皆様からは本当に期待さ

れている体育館であると思います。今はパ

ーティションというかブロックになって

いて、まだ見えない状態ですけれども、こ

れからはそれがどんどんと上に上がって

きて見えてくると、本当に期待も膨らんで

いくかと思います。 

 近くにある正雀体育館は大変稼働率の

高い体育館だと聞いておりまして、今回で

きるこの新しい体育館との稼働というこ

とが気になるところです。それでその中で

もこの体育館における使用料について、現

段階でどのようなお考えであるのかお聞

きしたいと思います。 

 ５番目、体育施設管理維持事業の委託料

についてですけれども、先ほど妊婦と産婦

を対象とした新たな取り組みを考えてお

られるということで理解いたしました。 

 お母さんの心と体のリフレッシュ、また

お母さん同士のコミュニケーションの場
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となるような、そういった場になることも

期待ができると思いますので、ぜひ実現が

できるように進めていただきたいと思い

ます。そしてさらに子育てに関するそうい

った話題の輪というんですか、そういった

コミュニティの場にもなることも期待し

ておりますので、ぜひこれも要望とさせて

いただきたいと思います。 

 ６番目です。環境政策課にお聞きいたし

ました、環境家計簿のＬＩＮＥのことであ

りますけれども、若い人の参加を狙ってい

きたいというようなことでありました。 

 参加されている人、世帯が５００世帯な

いということで、私も驚いたんですけれど

も、そのうち、うちの会派で３人がやって

いるということで、大変参加率が高い党だ

なと思いながら聞いていたんですけれど

も、ぜひもっと参加していただくように、

いろんな工夫をお願いしたいと思います。 

 また美化ボランティアに参加するとエ

コポイントがつくというようなことも、こ

れから何か検討されるというのも聞いて

おります。 

 今は美化ボランティアは１，６００人の

登録といったことがありました。こういっ

た方々が環境家計簿にも興味を持ってい

ただけるように、これからもこの参加者も

ふえるということを期待しておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。要

望といたします。 

 環境業務課に関わる７番目の質問です。 

毎年繰り返して行っていくことで、この食

品ロスやフードドライブに関する認知度

というのは上がってくるのだと思います。 

 市民団体はフードドライブで集まった

食品をこども食堂などに利用されていた

り、食品ロスのパネル展でも、もったいな

いの意識を広げるように、このパネル展も

一生懸命に取り組んでいるところだと思

いますので、この市のサポートをぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

 来年度はフードドライブで集める場所

も何かたくさん計画していると聞いてお

りますので、どうか振り回されるかもしれ

ませんけども、しっかりとたくさん食品を

集めていただいて、それが有効活用される

ことを期待しております。 

 またごみの減量ということで、併せて申

し上げたいと思いますが、レジ袋が今はだ

んだんとマイバッグということで、持参率

も随分と広がっているかなと思います。そ

れで最近はプラスチックのスプーンもコ

ンビニでは有料化しようかというような

お話も今は出ておりました。 

 それで以前から申し上げておりますけ

れども、市のイベントで使用するお箸や器、

スプーン、また袋については、持参すると

か、そういったごみにならないような工夫

ということをこれからはぜひ検討しなが

らやっていただきたいと思いますので、要

望とさせていただきます。 

 ８番目、産業振興課についてです。テイ

クアウト・デリバリーの導入支援事業につ

いてです。いろいろと利用されている実態

をお聞きいたしましたが、私もこれを要望

した立場としましては、事業所にはこうい

う制度ができてますよと宣伝するんです

が、やはり分かりにくいと、どういうとこ

ろまで申請していいのかが分かりにくい

というようなことを答えられるお店があ

りました。これについてはもう広げていく

工夫、どのように考えておられるのかお聞

きしたいと思います。 

 商品券交付につきましては理解いたし

ました。たくさんの方にご利用いただいた

んだと思います。 
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 ２月２８日、使用期限が参りまして、最

終実績がこれから分かっていくんだと思

います。コロナ禍において収入減になった

家庭であったり、本当に職が失われそうな、

本当に心細い家庭であったりという、子育

て世代への支援につながるようなこの商

品券の実施だったと思います。 

 今後もまだまだこの経済状況がどのよ

うに変わっていくかは分からない中で、産

業振興課としても子育て世代へ貢献でき

ることをぜひまたこの検討もしながら取

り組んでいただきたいと思っております

ので、これも要望とさせていただきます。 

 １０番目、最後の質問のところですけれ

ども、小規模事業者への激励金については、

たくさんの方に利用していただきました。

本当に申請も簡単でしたし分かりやすい

ということで、この事業に申請された方は

本当に大変多くの方が喜んでくださって

おりました。市独自の早い対応に本当に感

謝されていたと思います。 

 飲食店はまだまだ様々な営業の時短に

伴って、つらい状況というのが続いている

ところが多々あります。今、国や大阪府の

その申請をされているところはあります

けれども、こういったところの申請が大変

煩雑で分かりにくいというようなことも

あります。そういった申請については産業

振興課としても相談等を丁寧に対応して

いただければ安心されるのではないかと

思っておりますので、どうぞご協力をよろ

しくお願いします。 

 以上です。２点です。 

○渡辺慎吾委員長 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、１番の

ご質問に回答させていただきます。 

 予算概要２８ページ、コミュニティセン

ター管理事業に付随しまして、令和２年度

に実施しておりますコミュニティ施設に

関する基礎調査のアンケートについてご

説明させていただきます。 

 基礎調査のアンケートを実施したのは、

先ほどもご答弁させていただきましたが、

別府地域と味生地域でございますが、令和

２年度に実施いたしました第５回摂津市

市政モニターアンケートにおいて、コミュ

ニティ施設の在り方について全市域の

方々を対象に、５００名ですけれどもアン

ケート調査を実施させていただきました。 

 このアンケート結果も含めてコミュニ

ティ施設に関する基礎調査の分析を行い、

報告書の作成につなげてまいりたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 松本課長。 

○松本文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係りますご質問にお答えい

たします。 

 質問番号４番、味舌地区の体育館におけ

ます体育館使用料についてでございます

が、平成２８年２月策定の摂津市使用料手

数料等の見直しに関する基本方針には、施

設の維持管理等に要する、人に係る費用と

物に係る費用を原価として算定し、その原

価に受益者負担割合を乗じることで得た

金額を使用料の目安とする旨の記載がさ

れています。 

 この原価におきまして、味舌地区の体育

館のアリーナでは空調を整備いたします

ことから、電気代のランニングコストがほ

かの体育館よりも高くなると想定され、こ

れに伴いまして体育館使用料もほかの体

育館とは異なることになるのかなと想定

しております。 

 いずれにいたしましても体育館使用料

は摂津市立体育館条例に定めるものでご

ざいまして、使用料の金額につきましては
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周知期間を鑑みますと、令和３年中に上程

させていただくということになろうかと

考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 産業振興課に係

りますテイクアウト・デリバリーの、もう

少し分かりやすく制度ができないかとい

うご質問かと思います。 

 委員がおっしゃるように、私も利用の促

しをさせていただくと、その対象として例

示、チラシをさせていただいておるんです

けれど、実際は事業所の方々によっては、

それ以外にもご利用していただいており

ますので、認定はさせていただいておりま

す。そういうこともございますので、でき

るだけこの例示だけではなくて、それ以外

も対象になるということを工夫しながら

伝えていきたいなと考えておる状況でご

ざいます。 

○渡辺慎吾委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。

コミュニティセンター管理事業について

でありますけれども、この１年以上、新型

コロナウイルス感染拡大によりまして、こ

の人の集まりを制限しようという、こうい

った判断からソーシャルディスタンスや

不要不急の外出を控えるといったことが

強いられています。 

 集会所等で行われてきましたふれあい

サロンというのは、高齢者の方にとっては

本当によりどころであったんだなと思い

ます。これが中止になって人と話をしてい

ない、そして外出していないということが

続いてきて、高齢者の方にはフレイルを起

こすような実態にもつながっている現状

が多々見受けられてきました。改めてこう

いう集会所等や、こういう施設でのサロン

の在り方の意義について本当に強く感じ

た次第です。 

 地域の方々が気軽に集えるコミュニテ

ィ施設を目指して、どのような利用設定に

すれば一番皆さんが喜んでくださるのか

といったこともぜひ検討の中に入れてい

ただいて、公共施設の再編の策定にしてい

ただくよう、要望とさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから体育館の使用料についてはこ

れから条例に従って定めていかれるとい

うことでありました。今回できるこの味舌

地区の体育館については、市内体育館のア

リーナに初めて空調整備されるものであ

ります。近隣や他市の参考事例を比較しな

がら地元の意見も聞いていただくことも

加えて、使いやすい施設とされますことを

要望させていただきたいと思います。 

 それからテイクアウト・デリバリー導入

支援事業については、私もこれからは何で

もいいから申請してくださいと言ってい

きたいと思います。 

 それで飲食店支援や、何よりも支援はお

客様にご利用していただくことが本来あ

るべき姿だと思っています。そのための店

のＰＲ活動、販促活動というのは本当に欠

かせないものがあると思います。広く市民

にご利用いただけるよう、ＰＲチラシはど

んどんこれからも続けていただきたいと

思います。また徐々に今この世間でふえて

いる移動販売についてもぜひ研究してい

ただきながら、前向きな検討をお願いした

いと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いしまして私の質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○渡辺慎吾委員長 以上で、生活環境部に

関する質疑を終わります。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ散会
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いたします。 

（午後４時３０分 散会） 
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